
 

資料１ 

港区の高齢者の状況 

１ 港区の人口の状況 

（１）港区の人口と 60 歳以上人口                         令和 7 年 1 月 1 日現在（単位：人） 

人口の区分 総 数 
内 訳 

男 女 

港 区 267,780 126,062 141,718

60 歳以上 61,060 26,365 34,695

内

訳 

60～74 歳 35,287 16,746 18,541

75 歳以上 25,773 9,619 16,154

地

区

別

内

訳 

芝 

芝 地 区 43,009 20,757 22,252

60 歳以上 9,655 4,261 5,394

内

訳 

60～74 歳 5,419 2,654 2,765

75 歳以上 4,236 1,607 2,629

麻

布 

麻 布 地 区 61,112 28,668 32,444

60 歳以上 13,229 5,744 7,485

内

訳 

60～74 歳 7,674 3,649 4,025

75 歳以上 5,555 2,095 3,460

赤

坂 

赤 坂 地 区 38,131 17,892 20,239

60 歳以上 10,309 4,325 5,984

内

訳 

60～74 歳 5,875 2,708 3,167

75 歳以上 4,434 1,617 2,817

高

輪 

高 輪 地 区 65,501 29,456 36,045

60 歳以上 16,399 6,857 9,542

内

訳 

60～74 歳 9,240 4,213 5,027

75 歳以上 7,159 2,644 4,515

芝

浦

港

南 

芝 浦 港 南 地 区 60,027 29,289 30,738

60 歳以上 11,468 5,178 6,290

内

訳 

60～74 歳 7,079 3,522 3,557

75 歳以上 4,389 1,656 2,733

（港区住民基本台帳より） 

 

 



 

（２）60 歳以上の人口（地区別） 

      60 歳以上の人口は高輪地区の 16,399 人が最も多く、芝地区の 9,655 人が最も少ない。 

高齢者人口の地区における割合は、赤坂地区の 27.0％が最も高く、芝浦港南地区の 19.1％

が最も低い。 

 芝地区 麻布地区 赤坂地区 高輪地区 芝浦港南地区 合計 

60 歳

以上 

人口 

9,655 13,229 10,309 16,399 11,468 61,060

割合 22.4％ 21.6％ 27.0％ 25.0％ 19.1％ 22.8％

 

２ 人口推移                                            毎年 1 月 1 日現在（単位：人） 

人口の区分 令和 3 年 令和 4 年 令和 5 年 令和 6 年 令和 7 年 

港 区 259,036 257,183 261,615 266,306 267,780

(
内
訳
) 

60 歳以上 

（割合） 

56,237

（21.71％）

56,860

（22.11％）

58,117

（22.21％）

59,508 

（22.35％） 

61,060

（22.80％）

(
内
訳
) 

60～64

歳 

（割合） 

12,051

（4.65％）

12,525

（4.87％）

13,477

（5.15％）

14,202 

（5.33％） 

15,114

（5.64％）

65～74

歳 

（割合） 

21,582

（8.33％）

21,399

（8.32％）

20,730

（7.92％）

20,492 

（7.69％） 

20,173

（7.53％）

75 歳以

上 

（割合） 

22,604

（8.73％）

22,936

（8.92％）

23,910

（9.14％）

24,814 

（9.32％） 

25,773

（9.62％）

（港区住民基本台帳より） 

 

３  ひとり暮らし高齢者実態調査                  令和 7 年 1月 1 日現在（単位：人） 

区分 

地区別 

65 歳以上 
計 

男性 女性 

芝 地 区 421 1,082 1,503

麻 布 地 区 423 1,249 1,672

赤 坂 地 区 366 1,146 1,512

高 輪 地 区 546 1,714 2,260 

芝 浦 港 南 地 区 503 1,182 1,685

計 2,259 6,373 8,632

※ ひとり暮らし高齢者･･･港区住民基本台帳上の 65 歳以上の単身世帯を対象に、民生委員・児童

委員等が実態調査した単身居住者 



資料２

令和７年４月１日現在

改修・
改築

竣工
時期

部屋名称 区分
面積
（㎡）

名称 区分
面積
（㎡）

風呂
数

カラ
ン数

曜日 時間帯 名称 面積

敬老室 洋室 87.76 講習室A 和室 32.35 ボランティアコーナー 33

リラクゼーションルーム 洋室 34.78 講習室B 洋室 27.28

講習室C 洋室 61.37

講習室D 洋室 53.40

集会室A 洋室 35.72

集会室B 洋室 65.42

体育館 418.00

敬老室 和室 62.20 集会室A 和室 32.27 障害者グループホーム 274
ガス調理器具（集会室B）
あり

談話室 和室 21.18 集会室B 洋室 24.50

健康ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ室 洋室 61.74

敬老室 洋室 66.80 集会室A 洋室 29.10

サロン室 洋室 26.90 集会室B 洋室 29.10

リラクゼーション室 洋室 31.99 集会室C 洋室 29.10

健康ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ室 洋室 27.68 集会室D 和室 22.89

赤坂地区港区立いきいきプラザ　施設概要

12：00
～

16：00

施設名 竣工

今までの改修等

青南いきいきプラザ Ｓ58.1

大規模
改修
Ｈ19.3
竣工

Ｓ57.11

備考

併設施設

男女
各4

月
水
金

男女
各3

月

水

金

12：00
～

16：00

陶芸釜（講習室B）、ガス
調理器具（講習室C）あり

別紙
1-1

別紙
1-2

別紙
1-3

平面図
番号

499.48 654.98

敷地面積
（㎡）

延べ床
面積

（㎡）

無料公開の諸室 風呂貸室（敬老室除く）

赤坂いきいきプラザ Ｓ48.3

大規模
改修
H18.3
竣工

1,152.45

503.09

青山いきいきプラザ

大規模
改修
Ｈ20.3
竣工

12：00
～

16：00

男女
各1

男女
各1

2,471.33

848.70

男女
各1

月
水
金

男女
各2

-5-



資料３

赤坂地区港区立いきいきプラザ諸室の設備
令和７年４月１日現在

施設名 階数 室名 区分 ㎡数 畳 設備 使用状況

敬老室 洋室 87.76
ｶﾗｵｹ機、ﾓﾆﾀｰTV、麻雀、雑誌架、机、椅
子、ｿﾌｧｰ

リラクゼーションルーム 洋室 34.78 電位治療器、ﾏｯｻｰｼﾞ機3、本棚、雑誌 60歳以上休息等

倉庫(4) 洋室 22.00 維持管理用消耗品

事務室 洋室 54.00 複合機、ﾊﾟｿｺﾝ、印刷機、事務机

事務倉庫 洋室 5.40 事務消耗品

浴室（男・女別） 桶、椅子 月・水・金12:00～16:00

脱衣室（男・女別） ロッカー、椅子、ﾄﾞﾗｲﾔｰ

職員休養室 ﾛｯｶｰ

清掃員控室 ﾛｯｶｰ

ホール 87.12 長椅子、血圧計、机、椅子

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｺｰﾅｰ 洋室 33.00 社会福祉協議会所有備品

講習室A 和室 32.35 12
水屋、茶道具、姿見、ハンガーかけ、座
卓、テーブル、ざぶとん

講習室B
(陶芸室)

洋室 27.28 陶芸釜、作業台、轆轤、ハンガーかけ

講習室C
(調理室)

洋室 61.37
調理台3、冷蔵庫、電子レンジ、ﾊﾝｶﾞｰか
け、調理器具、食器

倉　庫(1) 洋室 13.60 調理道具、 講習室Ｃ付帯倉庫

講習室D 洋室 53.40
ｱｯﾌﾟﾗｲﾄﾋﾟｱﾉ、机、椅子、ﾊﾝｶﾞｰかけ
譜面台

集会室A 洋室 35.72 ｽｸﾘｰﾝ、机、椅子

集会室B 洋室 65.42 机、椅子、ﾊﾝｶﾞｰかけ

倉　庫(2) 29.80 電動麻雀台、パネル

体育館 418.00 血圧計、椅子、テーブル

器具庫(1) 26.00
卓球台8、ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ3、ﾊﾞﾚｰ1、マット他
体育道具

器具庫(2) 71.00
登録団体備品、机、キャスター付き鏡、
イベント備品、ホワイトボード等

更衣室(1) 18.00 ｺｲﾝﾛｯｶｰ

更衣室(2) 18.00 ｺｲﾝﾛｯｶｰ

敬老室 和室 62.20 27
カラオケ機、モニターＴＶ、ＤＶＤ機、
机、椅子

談話室 和室 21.18 12
電位治療器、マッサージ機、茶箪笥、本
棚、ハンガーかけ、長椅子、座布団、座
卓、ＴＶ、冷蔵庫

浴室（男・女） 桶、椅子 月・水・金　12:00～16:00

脱衣室（男・女別） ロッカー、椅子、ﾄﾞﾗｲﾔｰ、

集会室A 和室 32.27 15
座卓、座布団、ホワイトボード、ハン
ガーかけ、鏡、椅子

集会室B 洋室 24.50
机、椅子、ホワイトボード、ハンガーか
け、オーブンレンジ、調理台２、料理用
道具、食器

健康ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ室 洋室 61.74 机、椅子、ハンガーかけ、本棚、麻雀卓

階段下倉庫１階 清掃消耗品

カーサ赤坂内
階段下倉庫２階 利用者備蓄品等

敬老室 洋室 66.80 テレビ、机、椅子、カラオケセット

サロン室
（囲碁将棋室）

洋室 26.90 テレビ、机、椅子、貸ロッカー 60歳以上休息、お茶等

浴室（男・女別） 桶、椅子 月・水・金12:00～16:00

脱衣室（男・女別） ロッカー、椅子、ﾄﾞﾗｲﾔｰ、扇風機

集会室A 洋室 29.10 机、椅子

集会室B 洋室 29.10 机、椅子、ホワイトボード

集会室C 洋室 29.10 机、椅子

集会室D 和室 22.89 12 座卓、座布団、姿見鏡、茶器等

リラクゼーション室 洋室 31.99 マッサージ器、電位治療器、TV、本棚 60歳以上休息等

健康ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ室 洋室 27.68 机、椅子、電子ピアノ

青南

赤坂

B2

青山

1Ｆ

2Ｆ

1F

2F

1F

2F

39.22

27.83

24.80



 
 
 
 

資料４ 

令和９年度 赤坂地区港区立いきいきプラザ継続事業一覧 

 
●青山いきいきプラザ 

 

事業名 内容 実施年月日 実施時間 

募集の 

周知 

方法 

申込 

方法 

申込 

期間 

参加 

対象 

参加 

費用 

（円） 

定員 

（人） 

申込 

者数 

（人） 

参加者 

決定方法

実参加

者数 

（人） 

カラオケ教室 

各自で曲を選択し歌唱する。 

カラオケ交流会や3館合同演芸会

への出場。 

毎週金曜 
13:30～

15:30 

ＰＯＰ 

館だより

HP 

窓口 

電話 
通年 

60 歳 

以上 

区民 

無料 20 20 申込順 20 

スポーツウエルネス吹矢教室  

腹式呼吸を意識した健康法と 

日本古来の吹矢を併せたスポー

ツウエルネス吹矢を楽しむ。 

毎週金曜 
10:00～ 

11:30 

POP 

館だより

体験会 

窓口 

電話 
通年 

60 歳 

以上 

区民 

0 20 12 申込順 12 

いきいき歌声教室 

講師が声の出し方などを指導し、

みんなで懐かしい歌や季節の歌を

楽しく歌い、心と体を元気にする。 

第 1・3 金曜 
10:00～

11:00 

ＰＯＰ 

館だより

窓口 

電話 
通年 

60 歳 

以上 

区民 

無料 25 25 申込順 25 

いきいきバドミントン教室 

初心者から経験者まで、基礎練習

やゲームを通して楽しく体を動か

し、健康づくりと交流を深める。 

毎週木曜 
13:30～

16:00 

館だより

HP 

体験会 

窓口 

電話 
通年 

60 歳 

以上 

区民 

無料 28 28 申込順 28 

ゴルフ講座 

（ベーシック、ステップアップ） 

初心者から経験者まで、基礎フォ

ームやスイングを学びながら、楽し

く技術向上と健康づくりを目指す。 

年間 3 クール

で開催 

15:00～ 

16：30 

広報みな

と 

往復は

がき 
30 

60 歳 

以上 

区民 

2,000 

/クール 

8 名

×2 コ

ース 

16 

抽選 

（初心者

を優先）

16 

いきいき麻雀教室 

赤坂麻雀組合の協力を得て、麻雀

を通じて頭の体操をするとともに

参加者同士の交流を図る。 

年間 2 クール

で開催 

13:30～

15:30 

広報みな

と 

往復は

がき 
30 

60 歳 

以上 

区民 

1,800 

/クール 
各 20 

第 1 回

20 

第 2 回

20 

抽選 

（初心者

を優先）

第 1 回

20 

第 2 回

20 

スクエアステップ教室 

マス目を使ったステップ運動で、

楽しみながら脳と体を同時に鍛

え、転倒予防にも繋げる。 

土曜 

毎月 2 回開催

10:30～ 

12：00 

POP 

館だより

窓口 

電話 
通年 

60 歳 

以上 

区民 

無料 15 15 申込順 15 

いきいき運動塾 

日常生活活動の維持・増進を図る

ことを目的に、様々な運動を楽し

んで行う。 

毎週火曜日 
13:00～ 

14：30 

POP 

館だより

HP 

窓口 通年 

60 歳 

以上 

区民 

無料 40 35 申込順 35 



 

 

 

●赤坂いきいきプラザ 

 

事業名 内容 実施年月日 実施時間 

募集の 

周知 

方法 

申込 

方法 

申込 

期間 

参加 

対象 

参加 

費用 

（円） 

定員 

（人） 

申込 

者数 

（人） 

参加者 

決定方法

実参加

者数 

（人） 

シニア向け筋力アップ教室 
座位や立位で全身の筋力トレーニ

ングを講師が指導する。 

 

第 1・3 月曜 

 

13:30～

14:30 

POP 

館だより

ＨＰ 

窓口 

電話 
通年 

６０歳 

以上 

区民 

無料 20 18 申込順 18 

歌声教室 

講師が声の出し方などを指導し、

みんなで懐かしい歌や季節の歌を

楽しく歌い、心と体を元気にする。 

第 2・4 月曜 
10:00～

11:00 

POP 

館だより

窓口 

電話 
通年 

６０歳 

以上 

区民 

無料 20 21 申込順 21 

フラダンス教室 

ゆったりとした動きで音楽に合わ

せて体を動かす、シニアに最適な

フラダンスを講師が指導する。 

第 2・4 水曜 
13:00～

15:00 

POP 

館だより

ＨＰ 

窓口 

電話 
通年 

６０歳 

以上 

区民 

無料 15 14 申込順 14 

体操サロン 

椅子に座りながら、簡単なストレッ

チや脳トレをスタッフと行い、コミ

ュニケーションを図る。 

第 1・3 月曜 
13:30～

15:30 

POP 

館だより

ＨＰ 

窓口 

電話 
通年 

６０歳 

以上 

区民 

無料 15 1１ 申込順 1１ 

麻雀サロン 
参加者の自主運営。麻雀を楽しみ

ながら交流を図る。 
毎週木曜 

9:00～

12:00 

POP 

館だより

ＨＰ 

窓口 

電話 
通年 

６０歳 

以上 

区民 

無料 20 22 申込順 22 

カラオケ教室 

各自で曲を選択し歌唱する。 

カラオケ交流会や3館合同演芸会

への出場。 

毎週木曜 
13:30～

15:30 

POP 

館だより

ＨＰ 

窓口 

電話 
通年 

６０歳 

以上 

区民 

無料 20 23 申込順 23 

健康づくり大学 

口・からだ・心が健康になるように

口腔体操、ストレッチ、腹式呼吸な

どを行う講座。 

第 4 金曜 
１１:２０～

12:10 

POP 

館だより

窓口 

電話 
通年 

６０歳 

以上 

区民 

無料 20 20 申込順 12 

気功ストレッチ 

古代代から伝わる様々な気功法

と、気の流れを良くするストレッチ

を講師が指導する。 

第 1～4 土曜

①10：30～11：10 

②11：20～12：00

③13：30～14：10

④14：20～15：00

POP 

館だより

ＨＰ 

窓口 

電話 
通年 

６０歳 

以上 

区民 

無料 各 10 

① 9 

② 10 

③ 10 

④ 7 

申込順 

① 9 

② 10 

③ 10 

④ 7 

 



 

 

 

●青南いきいきプラザ  

 

事業名 内容 実施年月日 実施時間 

募集の 

周知 

方法 

申込 

方法 

申込 

期間 

参加 

対象 

参加 

費用 

（円） 

定員 

（人） 

申込 

者数 

（人） 

参加者 

決定方法

実参加

者数 

（人） 

スポーツウエルネス吹矢教室 

腹式呼吸を意識した健康法と 

日本古来の吹矢を併せたスポー

ツウエルネス吹矢を楽しむ。 

毎週土曜 
10：00～ 

11：30 

POP 

館だより

HP 

窓口 

電話 
通年 

60 歳 

以上 

区民 

500/月 15 12 申込順 12 

おりがみ教室 

懐かしい唱歌などを聞きながら、

おりがみを楽しむ。同時に指先や

脳の活性化を促す。 

毎週金曜 
15：00～ 

16：30 

POP 

館だより

窓口 

電話 
通年 

60 歳 

以上 

区民 

100/月 
16 

（2 組制） 
14 申込順 14 

筋力強化レッスン 

音楽に合わせて楽しく脚力・体幹・

バランス機能を鍛え、転倒予防・

体力向上を目指す。 

毎週土曜 
14：45～ 

15：30 

POP 

館だより

窓口 

電話 
通年 

60 歳 

以上 

区民 

0 10 10 申込順 8 

体操サロン 

座位での体操や筋トレに加え、レク

リエーション等で楽しみながら交

流し、運動習慣を支える。 

毎週日曜 
10：00～ 

１１：00 

POP 

館だより

HP 

窓口 

電話 
通年 

60 歳 

以上 

区民 

0 10 8 申込順 8 

アロマヨガ 

夕暮れ時にアロマの香りに包ま

れ、心身を穏やかに整えるリラック

ス系ヨガ。 

毎週月曜 
18：00～ 

19：15 

POP 

館だより

窓口 

電話 
通年 

50 歳 

以上 

区民 

0 14 14 抽選 14 

いきいきメロディ教室 

懐かしい曲から最新の歌まで、専

門講師の指導で発声と合唱。仲間

との交流と健康づくり。 

第 2・4 金曜 
10：00～ 

11：30 

POP 

館だより

HP 

窓口 

電話 
通年 

60 歳 

以上 

区民 

0 35 35 申込順 35 

カラオケ教室 

毎月テーマをきめて練習。 

カラオケ交流会や3館合同演芸会

への出場。 

毎週水曜 
13:30～

15:30 

POP 

館だより

ＨＰ 

窓口 

電話 
通年 

60 歳 

以上 

区民 

0 15 15 申込順 14 

民謡舞踊教室 盆踊り、新舞踊等を講師が指導。 毎週木曜 
13:30～ 

15:30 

POP 

館だより

ＨＰ 

窓口 通年 

60 歳 

以上 

区民 

1,000 

/月 
20 １１ 申込順 １１ 

 
 

 
 



資料５

単位：円

館名 件名 支出額（税込）

券売機機能点検 33,000

2階給湯管漏水修理 50,380

給湯器1号機修理 390,500

消防設備　誘導灯器具更新 73,700

1階だれでも便器機能部交換 275,000

給湯器2号機修理 231,000

非常用発電機部品更新 396,000

各所補修工事 660,000

外構施設名サイン（自立）内照灯修理 44,000

温度調整バルブ修理 49,500

ブラインド修理 19,800

電気室排気ﾌｧﾝVベルト交換 47,300

スライドウォール修理 286,000

陶芸窯機能点検 44,000

建築点検是正工事 293,700

電気室内不具合是正工事 111,100

体育場非常照明不具合是正工事 257,400

ブラインド修理2 40,700

非常用発電機模擬負荷試験 280,500

洗面器排水管他交換修理 136,400

B1F自販機用WHM交換 50,600

テーブルキャスター交換 442,200

昇降機機能維持修理 385,000

エレベーターマット交換 78,100

女子浴槽水栓修理 58,300

防火ダンパー交換工事 487,300

5,221,480

収納式椅子交換 217,800

女子脱衣室ロッカー修理 42,900

2階廊下照明器具不点修理 60,500

テーブルキャスター交換 133,100

建築点検是正工事 287,100

洋室水栓蛇口交換 81,400

ガス給湯器修理 412,500

2階男子小便器センサー交換 85,800

EVカゴ操作パネル交換 54,780

正面自動ドア防護柵設置工事 330,000

1,705,880

テーブルキャスター交換 174,900

水まわり不具合箇所修繕 116,600

テーブルキャスター交換2 245,300

備蓄倉庫扉調整他工事 115,500

652,300

7,579,660

青南いきいきプラザ

青南いきいきプラザ　合計

赤坂地区いきいきプラザ　合計

令和６年度赤坂地区港区立いきいきプラザ修繕実績一覧

青山いきいきプラザ

青山いきいきプラザ　合計

赤坂いきいきプラザ

赤坂いきいきプラザ　合計



資料６

令和７年度保守点検等一覧

館名 件名 備考

青山いきいきプラザ 清掃業務 定期清掃(年6回）

青山いきいきプラザ 清掃業務 ガラス清掃(年4回）

青山いきいきプラザ 清掃業務 カーペット(年2回）

青山いきいきプラザ 清掃業務 体育館清掃(年1回）

青山いきいきプラザ 清掃業務 蛍光灯清掃(年1回）

青山いきいきプラザ 清掃業務 調理室換気扇清掃(年1回）

青山いきいきプラザ 清掃業務 屋上他排水溝清掃(年1回）

青山いきいきプラザ 廃棄物処理業務 毎月

青山いきいきプラザ 自動扉保守点検 年3回

青山いきいきプラザ 機械警備業務 毎月

青山いきいきプラザ 空調設備等保守点検
二重効用吸収冷温水機点検（冷却塔・令温
水・冷却水ポンプ）(年2回）

青山いきいきプラザ 空調設備等保守点検
空気調和機点検（プレフィルター清掃含
む）(年4回）

青山いきいきプラザ 空調設備等保守点検 中性能フィルター交換(年1回）

青山いきいきプラザ 空調設備等保守点検 GHP室内機点検(年2回）

青山いきいきプラザ 空調設備等保守点検 空冷EHP室外機点検(年1回）

青山いきいきプラザ 空調設備等保守点検 空冷EHP室内機点検(年2回）

青山いきいきプラザ 空調設備等保守点検 換気設備（全熱交換機）(年2回）

青山いきいきプラザ 空調設備等保守点検
給排気ファン絶縁抵抗・運転データの測定
(年1回）

青山いきいきプラザ 空調設備等保守点検 直結給水ブースタポンプ点検(年1回）

青山いきいきプラザ 空調設備等保守点検 給湯循環ポンプ点検(年1回）

青山いきいきプラザ 空調設備等保守点検 排水ポンプ点検(年1回）

青山いきいきプラザ 空調設備等保守点検 汚水槽清掃(年1回）

青山いきいきプラザ 空調設備等保守点検 雑排水槽清掃(年1回）

青山いきいきプラザ 排水管洗浄 年1回

青山いきいきプラザ 植栽剪定業務 年1回

青山いきいきプラザ エレベーター保守点検 定期点検　年4回　/　リモート点検　毎月

青山いきいきプラザ 非常用発電装置保守点検業務 年1回

青山いきいきプラザ モップ賃借 モップ（月２回）　マット（月１回)

青山いきいきプラザ ガスヒートポンプ保守点検 年1回

青山いきいきプラザ 消防設備保守 年2回

青山いきいきプラザ 自家用電気工作物　定期 年6回　※停電作業内、1回

青山いきいきプラザ 冷水器水質検査 年1回

青山いきいきプラザ スカイウェル保守 年1回

青山いきいきプラザ 害虫防除業務 年1回



館名 件名 備考

赤坂いきいきプラザ 清掃業務 定期清掃(年6回）

赤坂いきいきプラザ 清掃業務 ガラス清掃(年3回）

赤坂いきいきプラザ 清掃業務 カーペット(年2回）

赤坂いきいきプラザ 清掃業務 蛍光灯清掃(年1回）

赤坂いきいきプラザ 清掃業務 換気扇・ｶﾞｽｺﾝﾛｸﾞﾘﾙ清掃(年1回）

赤坂いきいきプラザ 清掃業務 屋上他排水溝清掃（年1回）

赤坂いきいきプラザ 廃棄物処理業務 毎月

赤坂いきいきプラザ 自動扉保守点検 正面入口（年3回）

赤坂いきいきプラザ 自動扉保守点検 トイレドア（年2回）

赤坂いきいきプラザ 機械警備業務 毎月

赤坂いきいきプラザ 空調設備等保守点検 GHP室内機点検（年1回）

赤坂いきいきプラザ 空調設備等保守点検 空冷EHP室外機点検（年1回）

赤坂いきいきプラザ 空調設備等保守点検 空冷EHP室内機点検（年2回）

赤坂いきいきプラザ 空調設備等保守点検 増圧給水ポンプ点検（年1回）

赤坂いきいきプラザ 排水管洗浄 年1回

赤坂いきいきプラザ エレベーター保守点検 定期点検　年4回　/　遠隔監視点検　毎月

赤坂いきいきプラザ ガスヒートポンプ保守点検 年1回

赤坂いきいきプラザ 消防設備保守 年2回

赤坂いきいきプラザ 自家用電気工作物　定期 年12回　※停電作業内、1回

赤坂いきいきプラザ スカイウェル保守 年1回

赤坂いきいきプラザ 害虫防除業務 年1回



館名 件名 備考

青南いきいきプラザ 清掃業務 定期清掃(年6回）

青南いきいきプラザ 清掃業務 ガラス清掃(年4回）

青南いきいきプラザ 清掃業務 カーペット(年2回）

青南いきいきプラザ 清掃業務 蛍光灯清掃(年1回）

青南いきいきプラザ 清掃業務 換気扇清掃(年1回）

青南いきいきプラザ 清掃業務 屋上他排水溝清掃(年1回）

青南いきいきプラザ 廃棄物処理業務 毎月

青南いきいきプラザ 自動扉保守点検 正面入口（年3回）

青南いきいきプラザ 自動扉保守点検 屋上、トイレドア（年3回）

青南いきいきプラザ 機械警備業務 毎月

青南いきいきプラザ 空調設備等保守点検 GHP室内機点検（年2回）

青南いきいきプラザ 空調設備等保守点検 空冷EHP室外機点検（年1回）

青南いきいきプラザ 空調設備等保守点検 空冷EHP室内機点検（年2回）

青南いきいきプラザ 空調設備等保守点検 全熱交換型換気扇点検（年2回）

青南いきいきプラザ 空調設備等保守点検 排気ファン点検（年1回）

青南いきいきプラザ 空調設備等保守点検 増圧給水ポンプ点検（年1回）

青南いきいきプラザ 空調設備等保守点検 排水ポンプ点検（年1回）

青南いきいきプラザ 空調設備等保守点検 給湯用膨張タンク点検（年1回）

青南いきいきプラザ 排水管洗浄 年1回

青南いきいきプラザ 植栽剪定業務 年1回

青南いきいきプラザ エレベーター保守点検 定期点検　年4回　/　リモート点検　毎月

青南いきいきプラザ ガスヒートポンプ保守点検 年1回

青南いきいきプラザ 消防設備保守 年2回

青南いきいきプラザ 自家用電気工作物　定期 年6回　※停電作業内、1回

青南いきいきプラザ 冷水器水質検査 年1回

青南いきいきプラザ スカイウェル保守 年1回

青南いきいきプラザ 害虫防除業務 年1回



 

 
 

 

 

 

 

赤坂地区港区立いきいきプラザ 
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項  目 
 

１  清掃業務仕様書（青山いきいきプラザ） 

２  清掃業務仕様書（赤坂いきいきプラザ） 

３  清掃業務仕様書（青南いきいきプラザ） 

４  自動扉保守点検仕様書（青山いきいきプラザ） 

５  自動扉保守点検仕様書（赤坂いきいきプラザ） 

６  自動扉保守点検仕様書（赤坂いきいきプラザだれでもトイレ） 

７  自動扉保守点検仕様書（青南いきいきプラザ、玄関） 

８  自動扉保守点検仕様書（青南いきいきプラザ、だれでもトイレ、屋上出入口） 

９  機械警備業務仕様書（青山いきいきプラザ） 

１０ 機械警備業務仕様書（赤坂いきいきプラザ） 

１１ 機械警備業務仕様書（青南いきいきプラザ） 

１２ 空調設備等保守点検仕様書（青山いきいきプラザ） 

１３ 空調設備等保守点検仕様書（赤坂いきいきプラザ） 

１４ 空調設備等保守点検仕様書（青南いきいきプラザ） 

１５ スカイウェル保守点検仕様書（青山・赤坂・青南いきいきプラザ） 

１６ 排水管清掃仕様書（青山・赤坂・青南いきいきプラザ） 

１７ 消防設備保守点検仕様書（青山・赤坂・青南いきいきプラザ） 

１８ 自家用電気工作物保安管理業務仕様書（青山・青南いきいきプラザ） 

１９ 一般用電気工作物保守点検業務仕様書（赤坂いきいきプラザ） 

２０ ガスヒートポンプエアコン点検仕様書（青山・赤坂・青南いきいきプラザ） 

２１ ウォータークーラー水質検査仕様書（青山・青南いきいきプラザ） 

２２ エレベーター保守点検仕様書（青山いきいきプラザ） 

２３ エレベーター保守点検仕様書（赤坂いきいきプラザ） 

２４ エレベーター保守点検仕様書（青南いきいきプラザ） 

２５ 非常用発電装置保守点検仕様書（青山いきいきプラザ） 

２６ モップ等賃借（青山いきいきプラザ） 

２７ 複写機賃貸・保守及び消耗品供給（青山・赤坂・青南いきいきプラザ） 

２８ 廃棄物処理（青山・赤坂・青南いきいきプラザ） 

 

 

 

 



 

１ 清掃業務仕様書（青山いきいきプラザ） 

 

１ 業務内容 

（１）日常清掃 

（２）浴室清掃 

（３）体育館シャワー室清掃 

（４）定期清掃 

（５）ガラス清掃 

（６）カーペット清掃 

（７）調理室換気扇清掃 

（８）体育館床清掃 

（９）蛍光灯清掃 

（10) 屋上他排水溝清掃 

 

２ 履行内容 

    詳細は別紙１「清掃作業基準」に記載のとおりとする。 

 

３ 履行箇所及び面積等  別紙２のとおり 

 

４ 受注者の責務 

（１）受注者の責務において、区民・業務関係者等に対する安全対策に万全を期し、事故

防止に関する措置を講じること。  

（２）常に善良なる管理者の注意をもって業務を遂行し、業務の進捗状況について確認の

うえ適宜報告すること。 

（３）関係法令等を遵守し、その適用及び運用は受注者の責任において適切に行うこと。 

（４）業務上知りえた秘密を第三者に漏らしてはならない。契約解除及び期間満了後にお

いても同様とする。 

（５）受注者は、善良なる管理者の注意をもって清掃作業に努めるものとし、良好な環境

衛生の維持と建材の保全に努め、特に窓ガラス清掃作業を含む高所作業等については、

清掃作業員の教育指導及び労働安全衛生関係法令等を遵守して安全管理の万全を帰す

ること。 

（６）受注者が、本作業に使用する洗剤、ワックスその他の薬品等は、本建物の各材質の

特性を十分に検証し、最適の清掃資材を使用すること。特にワックスについては、樹

脂ワックスのうち、塗布後の化学物質の放散が少ないものを使用する。製品安全デー

タシートあるいは製造業者の情報提供書類等を提出すること。また、塗布する量は最

小限とし、塗布後は換気を十分に行うこと。 

（７）本建物の鍵は、慎重に取り扱うものとし、清掃作業を遂行するために必要な時間と

場所に限って使用すること。 

（８）水道・電気等の使用については、必要最小限にとどめ、特に照明は作業終了後、直

ちに消灯すること。 



（９）作業員は、作業中、受注者の定める制服を着用し、名札をつけるものとすること。 

（10）作業員は、半数以上経験者とすること。 

 

５ 清掃用具等の負担 

清掃作業に使用する機械器具及び資材等は、特に定めのない限り、受注者が負担する

ものとする。 

 

６ 光熱水費等の負担 

清掃に必要な光熱水費は、発注者が負担する。なお、作業員の控室、更衣箱等は、発

注者が受注者に無償で貸与する。 

 

７ ごみ処理にかかる費用の負担 

ごみの処理等に必要な消耗品等は、受注者が負担するものとする。 

 

８ 作業要員 

    受注者は、本仕様書に定める時間内に全作業を終了させ、作業員が午後 5 時までに退

庁できるように、必要な人員の配置をすること。 

 

９ 作業実施計画  

受注者は、本作業の実施にあたり、日常及び定期清掃等の作業実施計画等について、

あらかじめ発注者と協議すること。 

 

10 清掃日誌 

  受注者は、清掃作業日誌を発注者に提出し、確認を受けるものとする。 

 

11 その他 

（１）発注者は、本作業実施上緊急かつ必要と認められるものについては、受注者に対し

て臨機の処置を講ずるよう求めるとともに、その処置について報告させることができ

るものとする。 

（２）発注者は、作業の実施結果が、本仕様書の内容に適合しないと認めたときは、理由

を示してそのやり直しを求めることができるものとする。この場合の費用は、受注者

の負担とする。 

（３）本仕様書に定めのない事項又は作業の実施にあたって疑義が生じた場合は、発注者

と受注者が協議してこれを定めるものとする。 

（４）契約の履行にあたって自動車を使用し、または使用させる場合は、「都民の健康と安

全を確保する環境に関する条例他、各県条例」に規定する、ディーゼル車規制に適合

する自動車とすること。 

 

 

 

 



別紙 1 

 

清掃作業基準 

 

Ⅰ 日常清掃 

１ 作業日 

日曜日、祝日（土曜日にあたらない日）及び年末年始（１２月２９日から１月３日

まで） を除く毎日。 

 ２ 時 間 

午前７時から午後５時までのうち８時間（８時間が作業時間であり、休憩時間は別

にとること）ただし、専用部分(敬老室・リラクゼーションルーム・集会室 A・B・講習

室 A・B・C・Dは午前７時から午前８時５５分までに行なうものとする。 

 ３ 清掃方法  

（１）ゴミ箱のゴミの処理をする。 

（２）合成樹脂タイル・ビニールタイル・塩化ビニールシート 

ア 箒で入念に、ほこり・ゴミ等を掃き除き、モップ拭きをする。 

イ 汚れのひどい部分は、洗剤により洗浄する。 

（３）フローリング 

 箒で入念に、ほこり・ゴミ等を除き、乾いたモップで乾拭きをする。 

（４）カーペット・タイルカーペット 

電気掃除機でほこり・ゴミ等を除去し、汚れのひどい部分は、洗剤により洗浄する。 

（５）畳 

箒または電気掃除機でほこり・ゴミ等を除去し、汚れのひどい部分は、湿った雑巾

等で拭きとる。 

（６）板敷き 

板敷きの部分は、雑巾で水拭きをする。 

（７）湯沸かし場 

ア 特に衛生に留意し、適切な洗剤により洗浄後、清水拭きをする。 

イ 床はモップ拭きをする。 

ウ 生ゴミの処理をする。 

（８）便所 

 ア 特に衛生に留意し、便器、オストメイト及びウォシュレット等は適切な洗剤に

より洗浄する。 

イ 床はモップ拭きをする。 

ウ 便所の清掃に使用する用具・材料・履物等は、他の場所で使用するものとは別

のものを使用する。 

   エ トイレットペーパーの補充をする。ただし、トイレットペーパーは、委託者の

負担とする。 

（９）手摺り 

雑巾で乾拭きをし、汚れのひどい部分は、湿った雑巾で拭きとる。なお、年２回

錆び止め剤を用いて清掃する。 



（10）ゴミ処理 

清掃作業により出たほこり・ゴミ等は、資源プラスチック・資源・可燃ゴミ・不燃

ゴミ等に分別し、それぞれゴミ袋に収納し回収日に処理する。さらに、可燃ゴミのう

ち活用可能なものは、それぞれの種類ごとに分別する。 

（11）リラクゼーションルーム 

電気マッサージ機に掛けてあるバスタオルは、週３回取替え、替えたタオルは、次

回利用するため洗濯しておく。バスタオル等は、発注者が用意する。 

（12）その他 

建物周辺及び屋外通路等毎日点検し、ゴミ等を掃き掃除し、ゴミ袋に収納すること。

また、施設の衛生と美観が保てるよう、施設長と協議のうえ、適切な方法により清掃

する。 

 

Ⅱ 浴室清掃 

 １ 作業日   週３回（火曜日・木曜日・土曜日） 

 ２ 時 間   発注者と協議するものとする。 

 ３ 方  法 

（１）浴室 

   ア 浴槽内の使用済みの湯を抜き、清掃後にはる。 

イ 特に衛生に留意し、適切な洗剤により洗浄後、清水拭きをする。 

ウ 床は、適切な洗剤によりデッキブラシを使用し、洗浄後、清水拭きをする。 

エ 桶・椅子・石鹸箱を洗剤により洗浄後、清水拭きをする。 

オ 鏡は、水気をふき取った後、乾いた布で乾拭きをする。 

  カ カランは適切な洗剤により洗浄後、乾いた布で乾拭きする。 

  キ 排水口のゴミを取り除き、洗剤で洗浄する。 

  ク 排水溝はふたを上げ、適切な洗剤によりブラシを使用し、洗浄する。ふたは洗

浄後、 清水拭きをする。 

ケ 足ふきマットは、浴室利用終了後取替える。取替えたマットは、次回利用する

ため洗濯しておく。足ふきマットは発注者が用意する。 

（２）フローリング清掃 

      ア 箒または電気掃除機で、入念に、ほこり・ゴミ等を除く。汚れのひどい部分は、

湿った雑巾等で拭く。 

      イ 洗面台のほこり・ゴミ等を除き、乾いた布で乾拭きをする。 

      ウ 鏡は、水気をふき取った後、乾いた布で乾拭きをする。 

４ その他 

    施設の衛生と美観が保てるよう、施設長と協議のうえ、適切な方法により清掃する。 

 

Ⅲ 体育館シャワー室清掃 

 １ 作業日   毎日 ※ただし、日曜日、祝日（土曜日にあたらない日）及び年末年始

（１２月２９日から１月３日まで）を除く 

 ２ 時 間   原則として午前７時から午後４時までの間に終了するものとする。 

  



３ 清掃方法 

ア 壁は、特に衛生に留意し、適切な洗剤によりデッキブラシを使用し、洗浄後、清

水拭きをする。 

イ 床は、すのこを上げて、特に衛生に留意し、適切な洗剤によりデッキブラシを使

用し、洗浄後、清水拭きをする。 

    ウ すのこは、適切な洗剤によりブラシを使用し、洗浄後、清水拭きをする。 

    エ カランは適切な洗剤により洗浄後、乾いた布で乾拭きする。 

 オ 排水口のゴミを取り除き、洗剤で洗浄する。 

 カ 足ふきマットは毎日交換の上洗濯をする。足ふきマットは発注者が用意する。 

４ その他 

    施設の衛生と美観が保てるよう、施設長と協議のうえ、適切な方法により清掃する。 

 

Ⅳ 定期清掃 

  １ 回 数    年６回（奇数月） 

  ２ 実施時期及び時間     施設長と協議の上決定する。 

  ３ 方  法      

（１）樹脂ビニールシート等 

ア 箒等で入念にほこり・ゴミ等を掃き除く。 

イ 洗剤を用いて電気研磨機で汚れを除去し、モップで水拭きする。 

ウ 床が乾いたら床材に適したワックス等を塗布し、電気研磨機でつや出しをし、

仕上げる。 

   エ 年 1 回剥離を行う。 

（２）フローリング清掃 

ア 箒等で入念にほこり・ゴミ等を掃き除く。 

イ  乾いたモップで乾拭きをする。 

ウ 床材に適したワックス等を塗布し、電気研磨機でつや出しをし、仕上げる。 

エ 年 1回剥離を行う。 

４ その他 

施設の衛生と美観が保てるよう、施設長と協議のうえ、適切な方法により清掃する。 

 

Ⅴ ガラス清掃 

  １ 回  数    年４回（５、７、１１、３月） 

※うち１回は、玄関先（カーテンウォール仕様）及び採光用窓清掃を含む 

  ２ 実施時期及び時間     施設長と協議の上決定する。 

  ３ 方  法      

（１）窓ガラスの両面を洗剤等で汚れを取り除いた後、湿った雑巾等で拭きとる。 

（２）乾いた雑巾等でつや出しをし、仕上げる。 

（３）窓枠の汚れは、湿った雑巾等で拭きとる。 

  ４ その他 

清掃箇所、玄関扉、採光用窓他、各室のガラス窓すべて。 

   玄関入口上部ガラス窓及び採光の窓ガラス等年１回清掃を実施すること。 



     施設の衛生と美観が保てるよう、施設長と協議のうえ、適切な方法により清掃する。 

 

Ⅵ カーペット清掃 

  １ 回  数    年２回（７、１１月） 

  ２ 実施時期及び時間     施設長と協議の上決定する。 

  ３ 方  法 

（１）適切な機器により十分クリーニングする。 

（２）作業終了後、残存するしみ等はしみ抜きまたは手作業により除去する。 

（３）カーペット面に付着した洗剤と汚水を吸引除去する。 

（４）使用する洗剤はカーペット及び環境に悪影響を及ぼさないものであり、かつ洗浄

力に優れたものであること。 

  ４ その他 

     施設の衛生と美観が保てるよう、施設長と協議のうえ、適切な方法により清掃する。 

  

Ⅶ 講習室 C・給湯室 換気扇清掃 

  １ 回  数     年１回（11 月） 

  ２ 実施時期及び時間     施設長と協議の上決定する。 

  ３ 方  法      

  （１）フードに取り付けてあるフィルター・ファンをフードから丁寧に取り外し、フー

ド内外に付着したほこり・ゴミ・油汚れ等を中性洗剤にて清掃する。その後、乾拭

きを行う。 

（２）フィルター・ファンは、苛性ソーダ溶液で入念に洗浄し、数回の水洗い後、汚物

を完全に拭き取り、乾拭きを行い、十分乾燥させ清掃したフードに取り付ける。 

  （３）組み立て後は、試運転を行い異常音等のないことを確認する。 

  ４ その他 

施設の衛生と美観が保てるよう、施設長と協議の上、適切な方法により清掃する。 

 

Ⅷ 体育館清掃 

  １ 回 数     年１回（11 月） 

  ２ 実施時期及び時間     施設長と協議の上決定する。 

  ３ 方 法      

（１）ガム・テープ等の付着物は、パテナイフ等を使用し、除去する。 

（２）箒等で入念にほこり・ゴミ等を掃き除く。 

（３）固く絞ったモップで水拭きをする。 

（４）床が乾いたら、モップで乾拭きをする。 

（５）体育館専用ワックスを塗布し、十分乾かす。 

  ４ その他 

     施設の衛生と美観が保てるよう、施設長と協議の上、適切な方法により清掃する。 

 

Ⅸ 蛍光灯清掃 

 １ 回 数  年１回（11 月） 



 ２ 実施時期及び時間  施設長と協議の上決定する。 

 ３ 方 法 

 （１）蛍光管を取り外し、はたきや雑巾等で入念にほこり・ゴミ等を掃き除く。(反射板

を含む) 

 （２）固く絞った雑巾等で水拭きをする。 

 （３）蛍光管が乾いたら、雑巾等で乾拭きをする。 

 

４ その他 

     施設の衛生と美観が保てるよう、施設長と協議の上、適切な方法により清掃する。 

 

Ⅹ 屋上他排水溝清掃 

 １ 回 数  年１回（11 月） 

 ２ 実施時期及び時間 施設長と協議の上決定する。 

 ３ 方 法 

 （１）排水溝２６ケ所(屋上、非常階段、北側・東側通路、玄関先及びボランティアコー

ナー南側)のごみ及び汚泥等を除去し、水及びブラシ等で洗浄する。 

  （２）地下１階機械室内排水溝のごみ及び汚泥等を除去し、水及びブラシ等で洗浄する。 

（３）施設の衛生と美観が保てるよう、施設長と協議のうえ、適切な方法により清掃す

る。 

 

 



別紙２ 

 作業箇所 床材質 面積／㎡ 日常 定期 

各階 

共通 

南側階段 長尺ビニ床シート 100.0 ○ ○ 

エレベーター タイルカーペット 2.0 ○  

２階 

講習室Ａ 畳、フローリング 24.0 ○  

講習室Ｂ 長尺ビニ床シート 27.2 ○ ○ 

講習室Ｃ 長尺ビニ床シート 60.8 ○ ○ 

講習室Ｄ カーペット 50.4 ○ 年 2 回

集会室Ａ カーペット 35.3 ○ 年 2 回

集会室Ｂ カーペット 60.0 ○ 年 2 回

廊下 長尺ビニ床シート 116.0 ○ ○ 

便所（男・女） 長尺ビニ床シート 24.5 ○ ○ 

便所（誰でも用） 長尺ビニ床シート 7.3 ○ ○ 

湯沸室 長尺ビニ床シート 7.0 ○ ○ 

１階 

事務室 長尺ビニ床シート 54.0 ○ ○ 

玄関及びホール 長尺ビニ床シート 185.5 ○ ○ 

敬老室・囲碁将棋室 フローリング・床暖房 153.5 ○ ○ 

リラクゼーション室 カーペット 32.0 ○ 年 2 回

便所（男・女） 長尺ビニ床シート 32.0 ○ ○ 

便所（誰でも用） 長尺ビニ床シート 4.1 ○ ○ 

湯沸室 長尺ビニ床シート 8.0 ○ ○ 

ボランティアコーナー フローリング・床暖房  33.0 ○ ○ 

浴室（男・女） 石貼り・タイル・籐 50.2 ○  

職員休憩室 畳、長尺ビニ床シート 12.0 ○ ○ 

地下 

１階 

光庭（２ヵ所） 長尺ビニ床シート 39.6 ○ ○ 

ランニングコース 長尺ビニ床シート 96.0 ○ ○ 

ホール 長尺ビニ床シート 24.0 ○ ○ 

便所（男・女） 長尺ビニ床シート 22.0 ○ ○ 

地下 

２階 

体育館 木 387.0 ○ 年１回

更衣室（男・女） 長尺ビニ床シート 39.0 ○ ○ 

シャワー室（男・女） 合成樹脂防水 15.0 ○  

便所（誰でも用） 長尺ビニ床シート 7.3 ○ ○ 

ホール 長尺ビニ床シート 24.0 ○ ○ 



１ 日常清掃面積 １，６３０．３㎡

２ 浴室清掃面積 ５０．２㎡

３ 定期清掃面積 １，０５０．６㎡

４ 体育館シャワー室清掃面積 １５．０㎡

５ 体育館清掃面積 ３８７．０㎡

６ ガラス窓面積                                    ３０２．０㎡

７ カーペット清掃面積 １４７．７㎡

８ フローリング清掃面積 ２８１．８㎡

９ 講習室 C・給湯室換気扇清掃箇所 ６箇所

10 蛍光灯清掃箇所 ２００箇所

11 屋上・非常階段・地下１階機械室他排水溝清掃箇所 ２８箇所

 

※衛生器具等の数量 

  （１）大便器        １７台 

  （２）小便器         ９台 

  （３）洗面手洗器    ２１台 

 （４）オストメイト   １台 

 

※外溝面積       １５０㎡ 

 



 

２ 清掃業務仕様書（赤坂いきいきプラザ） 

 

１ 業務内容 

（１）日常清掃 

（２）浴室及びブラケットカバー清掃 

（３）定期清掃 

（４）ガラス清掃 

（５）カーペット清掃 

（６）換気扇及びガス 3口コンログリル清掃 

（７）屋上排水溝清掃 

（８）蛍光灯清掃（反射板を含む） 

 

２ 履行内容 

    詳細は別紙１「清掃作業基準」に記載のとおりとする。 

 

３ 履行箇所及び面積等  別紙２のとおり 

 

４ 受注者の責務 

（１）受注者の責務において、区民・業務関係者等に対する安全対策に万全を期し事故防

止に関する措置を講じること。 

（２）常に善良なる管理者の注意をもって業務を遂行し、業務の進捗状況について確認の

うえ適宜報告すること。 

（３）関係法令等を遵守し、その適用及び運用は受注者の責任において適切に行うこと。 

（４）業務上知りえた秘密を第三者に漏らしてはならない。契約解除及び期間満了後にお

いても同様とする。 

（５）受注者は、善良なる管理者の注意をもって清掃作業に努めるものとし、良好な環境

衛生の維持と建材の保全に努め、特に窓ガラス清掃作業を含む高所 作業等について

は、清掃作業員の教育指導及び労働安全衛生関係法令等を遵守して安全管理の万全を

帰すること。 

（６）受注者が、本作業に使用する洗剤、ワックスその他の薬品等は、本建物の各材質の

特性を十分に検証し、最適の清掃資材を使用すること。特にワック スについては、

樹脂ワックスのうち、塗布後の化学物質の放散が少ないものを使用する。製品安全デ

ータシートあるいは製造業者の情報提供書類等を提出すること。また、塗布する量は

最小限とし、塗布後は換気を十分に行うこと。 

（７）本建物の鍵は、慎重に取り扱うものとし、清掃作業を遂行するために必要な時間と

場所に限って使用すること。 

（８）水道・電気等の使用については、必要最小限にとどめ、特に照明は作業終了後、直

ちに消灯すること。 

（９）作業員は、作業中、受注者の定める制服を着用し、名札をつけるものとすること。 

（10）作業員は、半数以上経験者とすること。 



 

５ 清掃用具等の負担 

清掃作業に使用する機械器具及び資材等は、特に定めのない限り、 受注者が負担する

ものとする。 

  

６ 光熱水費等の負担 

清掃に必要な光熱水費は、発注者が負担する。なお、作業員の控室、更衣箱等は、発

注者が受注者に無償で貸与する。 

 

７ ごみ処理にかかる費用の負担 

ごみの処理等に必要な消耗品等は、受注者が負担するものとする。 

 

８ 作業要員 

受注者は、本仕様書に定める時間内に全作業を終了させ、作業員が午後 5 時までには

退庁できるよう、必要な要員の配置をすること。 

 

９ 作業実施計画 

受注者は、本作業の実施にあたり、日常及び定期清掃等の作業実施計画等について、

あらかじめ港区と協議すること。 

 

10 清掃日誌 

    受注者は、清掃作業日誌を発注者に提出し、確認を受けるものとする。 

 

11 その他 

（１）発注者は、本作業実施上緊急かつ必要と認められるものについては、受注者に対し

て臨機の処置を講ずるよう求めるとともに、その処置について報告させることができ

るものとする。 

（２）発注者は、作業の実施結果が、本仕様書の内容に適合しないと認めたときは、理由

を示してそのやり直しを求めることができるものとする。この場合の費用は、受注者

の負担とする。 

（３）本仕様書に定めのない事項又は作業の実施にあたって疑義が生じた場合は、発注者

と受注者が協議してこれを定めるものとする。 

（４）契約の履行にあたって自動車を使用し、または使用させる場合は、「都民の健康と安

全を確保する環境に関する条例他、各県条例」に規定する、ディーゼル車規制に適合

する自動車とすること。 

 

 

   

    

 

 



別紙 1 

 

清掃作業基準 

    

Ⅰ 日常清掃 

１ 作業日  

日曜日、祝日（土曜日にあたらない日）及び年末年始（１２月２９日から１月３日

まで）を除く毎日。 

２ 時 間   

午前７時から午後５時までのうち 6 時間（6 時間が作業時間であり、休憩時間は別

にとること）ただし、専用部分(敬老室・健康トレーニングルーム・集会室 A・B)は午

前７時から午前８時５５分までに行なうものとする。 

 ３ 清掃方法  

（１）ゴミ箱のゴミの処理をする。 

（２）合成樹脂タイル・ビニールタイル・塩化ビニールシート 

ア 箒で入念にほこり・ゴミ等を除き、モップ拭きをする。 

イ 汚れのひどい部分は、洗剤により洗浄する。 

（３）フローリング 

 箒で入念にほこり・ゴミ等を除き、乾いたモップで乾拭きをする。  

（４）カーペット・タイルカーペット 

電気掃除機でほこり・ゴミ等を除去し、汚れのひどい部分は、洗剤により洗浄す

る。 

 （５）畳 

箒または電気掃除機でほこり・ゴミ等を除去し、汚れのひどい部分は、湿った雑

巾等で拭きとり、乾拭きをする。 

（６）板敷き 

 板敷きの部分は、雑巾で水拭き後、乾拭きをする。 

（７）湯沸かし場 

ア 特に衛生に留意し、適切な洗剤により洗浄後清水拭きをする。 

イ 床はモップ拭きをする。 

ウ 生ゴミの処理をする。 

エ グリル付ガステーブルは、ほこり・ゴミ等を除去し、汚れのひどい部分は、適切

な洗剤により洗浄後、乾拭きをする。 

（８）便所 

ア 特に衛生に留意し、便器、オストメイト及びウォシュレット等は適切な洗剤によ

り洗浄する。 

イ 床はモップ拭きをする。 

ウ 便所の清掃に使用する用具・材料・履物等は、他の場所で使用するものとは別の

ものを使用する。 

エ トイレットペーパーの補充をする。ただし、トイレットペーパーは、委託者の負

担とする。 



（９）手摺り 

 雑巾で乾拭きをし、汚れのひどい部分は、湿った雑巾で拭きとる。なお、年２回

錆び止め剤を用いて清掃する。    

 （10）ゴミ処理 

清掃作業により出たほこり・ゴミ等は、資源プラスチック・資源・可燃ゴミ・不

燃ゴミ等に分別し、それぞれゴミ袋に収納し回収日に処理する。さらに、可燃ゴミ

のうち再生活用可能なものは、それぞれの種類ごとに分別する。 

（11）談話室 

電気マッサージ機に掛けてあるバスタオルは、週３回取替え、替えたタオルは、

次回利用するため洗濯しておく。バスタオル等は、委託者が用意する。 

 （12）その他 

建物周辺及び屋外通路等毎日点検し、ゴミ等を掃き掃除し、ゴミ袋に収納するこ

と。また、施設の衛生と美観が保てるよう、施設長と協議のうえ、適切な方法によ

り清掃する。 

 

Ⅱ 浴室及びブラケットカバー清掃 

 １ 作業日    週３回（火曜日・木曜日・土曜日）               

 ２ 時 間    委託業者と協議するものとする。 

 ３ 方 法 

 （１）浴室 

    ア 浴槽内の使用済みの湯を抜き、清掃後にはる。 

    イ 特に衛生に留意し、適切な洗剤により洗浄後、清水拭きをする。 

    ウ 床は適切な洗剤により、デッキブラシを使用し、洗浄後清水拭きをする。  

    エ 桶、椅子、石鹸箱を洗剤により洗浄後 清水拭きをする。 

    オ 鏡は、水気を拭き取り、乾いた布で乾拭きをする。 

    カ カランは適切な洗剤により洗浄後、乾いた布で乾拭きをする。 

    キ 排水口のゴミを取り除き、洗剤で洗浄する。 

    ク 排水溝はふたを上げ、適切な洗剤によりブラシを使用し、洗浄する。ふたは、洗

浄後、清水拭きをする。 

①ブラケットカバー 

ア 固く絞った雑巾等で水拭きをする。 

イ ブラケットカバーが乾いたら、雑巾等でから拭きをする。 

② 床清掃 

     ア 箒または電気掃除機で、入念に、ほこり・ゴミ等を除く。汚れのひどい部分は、

湿った雑巾等で拭く。 

     イ 洗面台のほこり・ゴミ等を除き、乾いた布で乾拭きをする。 

     ウ 鏡は、水気をふき取った後、乾いた布で乾拭きをする。 

４ その他 

    施設の衛生と美観が保てるよう、施設長と協議のうえ、適切な方法により清掃する。 

 

 



Ⅲ 定期清掃 

 １ 回 数 年６回（奇数月） 

 ２ 実施時期及び時間 施設長と協議のうえ決定する。 

 ３ 方 法 

（１）樹脂ビニールシート等 

ア 箒等で入念にほこり・ゴミ等を掃き除く。 

 イ 洗剤を用いて電気研磨機で汚れを徐去し、モップで水拭きをする。 

 ウ 床が乾いたら床材に適したワックス等を塗布し、電機研磨機でつや出しをし、 

仕上げる。 

  エ 年 1 回剥離を行う。 

（２）フローリング清掃 

 ア 箒等で入念にほこり・ゴミ等を掃き除く。 

 イ 乾いたモップでから拭きをする。 

 ウ 床材に適したワックス等を塗布し、電機研磨機でつや出しをし、仕上げる。 

 エ 年 1 回剥離を行う。 

４ その他 

  施設の衛生と美観が保てるよう、施設長と協議の上、適切な方法により清掃 

する。 

 

Ⅳ ガラス清掃 

 １ 回 数 年３回（7、11、3 月） 

 ２ 実施時期及び時間 施設長と協議のうえ、決定する。 

 ３ 方  法 

（１）窓ガラスの両面を洗剤等で汚れを取り除いた後、湿った雑巾等でふき取る。 

（２）乾いた雑巾等でつや出しをし、仕上げる。 

（３）窓枠の汚れは、湿った雑巾等でふき取る。 

４ その他 

（１）居室及び通路等の窓すべてを清掃対象とする。 

（２）施設の衛生と美観がたもてるよう、施設長と協議の上、適切な方法により清掃す

る。 

  

Ⅴ カーペット清掃 

 １ 回 数 年２回（７、１月） 

 ２ 実施時期及び時間 施設長と協議のうえ、決定する。 

 ３ 方  法 

適切な機器により十分クリーニングする。 

（１）作業終了後、残存するしみ等はしみ抜き機又は手作業により除去する。 

（２）カーペット面に付着した洗剤と汚水を吸引除去する。 

（３）使用する洗剤はカーペット及び環境に悪影響を及ぼさないものであり、かつ洗浄

力にすぐれたものであること。 

 



４ その他 

     施設の衛生と美観が保てるよう、施設長と協議の上、適切な方法により清掃する。 

 

Ⅵ 換気扇及びガス３口コンログリル清掃 

 １ 回  数   年１回（１月） 

 ２ 実施時期及び時間  施設長と協議のうえ、決定する。 

 ３ 方  法   

（１）フードに取り付けてあるフィルター・ファンをフードから取り外し、フード内外

に付着したほこり、ゴミ・油汚れ等を中性洗剤にて清掃する。その後、乾拭きを行

う。 

（２）フィルター・ファンは苛性ソーダ溶液で洗浄し、数回の水洗い後、汚物を完全に

拭き取り、乾拭きを行い、十分乾燥させ、清掃したフードに取り付ける。 

 （３）組み立て後は、試運転を行い、異常音等を確認する。 

（４）ガス３口コンログリルは、内外に付着したほこり、ゴミ・油汚れ等を専用洗剤に

て清掃する。その後、乾拭きを行う。 

（５）その他 

施設の衛生と美観が保てるよう、施設長と協議のうえ、適切な方法により清掃す

る。 

 

Ⅷ 蛍光灯清掃（反射板を含む）  

１ 回 数  年１回（３月） 

２ 実施時期及び時間 施設長と協議の上決定する。 

３ 方 法 

（１）蛍光管を取り外し、はたきや雑巾等で入念にほこり・ゴミ等を掃き除く。（反射板

を含む） 

（２）固く絞った雑巾等で水拭きをする。 

（３）蛍光管が乾いたら、雑巾等でから乾拭きをする。 

４ その他 

施設の衛生と美観が保てるよう、施設長と協議のうえ、適切な方法により清掃する。 

 

Ⅶ 屋上排水溝清掃   

 １ 回 数  年１回（３月） 

２  実施時期及び時間 施設長と協議の上決定する。 

 ３ 方 法 

 （１）排水溝３ケ所のごみ及び汚泥等を除去し、水及びブラシ等で洗浄する。 

（２）その他 

施設の衛生と美観が保てるよう、施設長と協議のうえ、適切な方法により清掃す

る。 
 



清 掃 対 象 面 積                                                    別紙２ 

          
作業箇所 床材質. 面積／㎡ 日常 定期 

１階 事務室 樹脂ビニールシート 16 ○ ○ 

１階 敬老室 タイルカーペット 48.8 ○ ○ 

１階 敬老室舞台 フローリング 12 ○ ○ 

１階 囲碁談話コーナー 畳 19.4 ○ 
 

 

１階 浴室 ステンレス 34 ○ 
 

 

１・２階 
トイレ 

誰でもトイレ 
樹脂ビニールシート 54 ○ ○ 

１・２階 給湯室 樹脂ビニールシート 4 ○ ○ 

２階 集会室 A 樹脂ビニールシート 30 ○ ○ 

２階 集会室 B 畳 30 ○ ○ 

２階 健康トレーニング室 タイルカーペット 68.2 ○ ○ 

３階 休憩室 樹脂ビニールシート 5 ○ ○ 

３階 ミーテイングルーム 樹脂ビニールシート 10 ○ ○ 

 エレベーター 樹脂ビニールシート 3.6 ○  

 廊下その他 樹脂ビニールシート 157.3 ○ ○ 

 屋外通路  101.2 ○  

   593.5 593.5 405.3 

 

  ○ガラス面積   ２７５㎡ 

○衛生器具等  

（１）大便器       ８台 

（２）小便器       ４台 

（３）洗面手洗器     ６台 

（４）オストメイト    １台 

（５）蛍光灯     １２０本 

 



                               

３ 清掃業務仕様書（青南いきいきプラザ） 

 

１ 業務内容 

（１）日常清掃 

（２）浴室清掃 

（３）定期清掃 

（４）ガラス清掃 

（５）カーペット清掃 

（６）蛍光灯清掃 

（７）換気扇清掃 

（８）屋上排水溝清掃 

 

２ 履行内容 

    詳細は別紙１「清掃作業基準」に記載のとおりとする。 

 

３ 履行箇所及び面積等  別紙２のとおり  

 

４ 受注者の責務 

（１）受注者の責務において、区民・業務関係者等に対する安全対策に万全を期し、事故

防止に関する措置を講じること。 

（２）常に善良なる管理者の注意をもって業務を遂行し、業務の進捗状況について確認の

うえ適宜報告すること。 

（３）関係法令等を遵守し、その適用及び運用は受注者の責任において適切に行うこと。 

（４）業務上知りえた秘密を第三者に漏らしてはならない。契約解除及び期間満了後にお

いても同様とする。 

（５）受注者は、善良なる管理者の注意をもって清掃作業に努めるものとし、良好な環境

衛生の維持と建材の保全に努め、特に窓ガラス清掃作業を含む高所作業等については、

清掃作 業員の教育指導及び労働安全衛生関係法令等を遵守して安全管理の万全を帰

すること。 

（６）受注者が、本作業に使用する洗剤、ワックスその他の薬品等は、本建物の各材質の

特性を十分に検証し、最適の清掃資材を使用すること。特にワックスについては、樹

脂ワックスのうち、塗布後の化学物質の放散が少ないものを使用する。製品安全デー

タシートある いは製造業者の情報提供書類等を提出すること。また、塗布する量は最

小限とし、塗布後は換気を十分に行うこと。 

（７）本建物の鍵は、慎重に取り扱うものとし、清掃作業を遂行するために必要な時間と

場所に限って使用すること。 

（８）水道・電気等の使用については、必要最小限にとどめ、特に照明は作業終了後、直

ちに消灯すること。 

（９）作業員は、作業中、受注者の定める制服を着用し、名札をつけるものとすること。 

（10）作業員は、半数以上経験者とすること。 

 

５ 清掃用具等の負担 

清掃作業に使用する機械器具及び資材等は、特に定めのない限り、受注者が負担する

ものとする。 



                               

６ 光熱水費等の負担 

清掃に必要な光熱水費は、発注者が負担する。なお、作業員の控室、更衣箱等は、発

注者が受注者に無償で貸与する。 

 

７ ごみ処理にかかる費用の負担 

ごみの処理等に必要な消耗品等は、受注者が負担するものとする。 

 

８ 作業要員 

受注者は、本仕様書に定める時間内に全作業を終了させ、作業員が午後 5 時までに退

庁できるように、必要な人員の配置をすること。 

 

９ 作業実施計画     

受注者は、本作業の実施にあたり、日常及び定期清掃等の作業実施計画等について、

あらかじめ発注者と協議すること。 

 

10 清掃日誌 

受注者は、清掃作業日誌を発注者に提出し、確認を受けるものとする。 

 

11 その他 

（１）発注者は、本作業実施上緊急かつ必要と認められるものについては、受注者に対し

て臨機の処置を講ずるよう求めるとともに、その処置について報告させることができ

るものとする。 

（２）発注者は、作業の実施結果が、本仕様書の内容に適合しないと認めたときは、理由

を示してそのやり直しを求めることができるものとする。この場合の費用は、受注者

の負担とする。 

（３）本仕様書に定めのない事項又は作業の実施にあたって疑義が生じた場合は、発注者

と受注者が協議してこれを定めるものとする。 

（４）契約の履行にあたって自動車を使用し、または使用させる場合は、「都民の健康と安

全を確保する環境に関する条例他、各県条例」に規定する、ディーゼル車規制に適合

する自動車とすること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                               

別紙 1 

清掃作業基準 

 

Ⅰ 日常清掃 

 １ 作業日    

日曜日、祝日（土曜日にあたらない日）及び年末年始（１２月２９日から１月３日

まで）を除く毎日。 

 ２ 時 間 

午前７時から午後２時までのうち６時間（６時間が作業時間であり、休憩時間は別

にとること）ただし、専用部分(敬老室・リラクゼーションルーム・集会室 A・B・C・D・

健康トレーニング室)は午前７時から午前８時５５分までに行なうものとする。 

 ３ 清掃方法  

（１）ゴミ箱のゴミの処理をする。 

（２）合成樹脂タイル・ビニールタイル・塩化ビニールシート 

ア 箒で入念に、ほこり・ゴミ等を掃き除き、モップ拭きをする。 

イ 汚れのひどい部分は、洗剤により洗浄する。 

（３）フローリング 

箒で入念に、ほこり・ゴミ等を除き、乾いたモップで乾拭きをする。 

（４）カーペット・タイルカーペット 

電気掃除機でほこり・ゴミ等を除去し、汚れのひどい部分は、洗剤により洗浄する。 

 （５）畳 

箒または電気掃除機でほこり・ゴミ等を除去し、汚れのひどい部分は、湿った雑巾

等で拭きとる。 

（６）板敷き 

 板敷きの部分は、雑巾で水拭きをする。 

（７）湯沸かし場 

ア 特に衛生に留意し、適切な洗剤により洗浄後、清水拭きをする。 

イ 床はモップ拭きをする。 

ウ 生ゴミの処理をする。 

（８）便所 

ア 特に衛生に留意し、便器、オストメイト及びウォシュレット等は適切な洗剤に

より洗浄する。 

イ 床はモップ拭きをする。 

ウ 便所の清掃に使用する用具・材料・履物等は、他の場所で使用するものとは別

のものを使用する。 

エ トイレットペーパーの補充をする。ただし、トイレットペーパーは、委託者の

負担とする。 

（９）手摺り 

        雑巾で乾拭きをし、汚れのひどい部分は、湿った雑巾で拭きとる。なお、年２回

錆び止め剤を用いて清掃する。 



                               

（10）ゴミ処理 

清掃作業により出たほこり・ゴミ等は、資源プラスチック・資源・可燃ゴミ・

不燃ゴミ等に分別し、それぞれゴミ袋に収納し回収日に処理する。さらに、可燃

ゴミのうち再生活用可能なものは、それぞれの種類ごとに分別する。 

（11）リラクゼーションルーム 

電気マッサージ機・スカイウェル等に掛けてあるバスタオルは、週３回取替え、

替えたタオルは、次回利用するため洗濯しておく。バスタオル等は、発注者が用

意する。 

（12）その他 

建物周辺及び屋外通路等毎日点検し、ゴミ等を掃き掃除し、ゴミ袋に収納する

こと。また、施設の衛生と美観が保てるよう、施設長と協議の上、適切な方法に

より清掃する。 

 

Ⅱ 浴室清掃 

 １ 作業日   週３回（火曜日・木曜日・土曜日） 

 ２ 時 間   発注者と協議するものとする。 

 ３ 方  法 

（１）浴室 

ア 浴槽内の使用済みの湯を抜き、清掃後にはる。 

   イ 特に衛生に留意し、適切な洗剤により洗浄後、清水拭きをする。 

  ウ 床は、適切な洗剤によりデッキブラシを使用し、洗浄後、清水拭きをする。 

  エ 桶・椅子・石鹸箱を洗剤により洗浄後、清水拭きをする。 

  オ 鏡は、水気をふき取った後、乾いた布で乾拭きをする。 

  カ カランは適切な洗剤により洗浄後、乾いた布で乾拭きする。 

  キ 排水口のゴミを取り除き、洗剤で洗浄する。 

   ク 排水溝はふたを上げ、適切な洗剤によりブラシを使用し、洗浄する。ふたは洗

浄後、清水拭きをする。 

   ケ 足ふきマットは、浴室利用終了後取替える。取替えたマットは、次回利用する

ため洗濯しておく。足ふきマットは発注者が用意する。 

（２）フローリング清掃 

ア 箒または電気掃除機で、入念に、ほこり・ゴミ等を除く。汚れのひどい部分は、

湿った雑巾等で拭く。 

      イ 洗面台のほこり・ゴミ等を除き、乾いた布で乾拭きをする。 

      ウ 鏡は、水気をふき取った後、乾いた布で乾拭きをする。 

４ その他 

    施設の衛生と美観が保てるよう、施設長と協議の上、適切な方法により清掃する。 

         

Ⅲ 定期清掃 

  １ 回  数     年６回（奇数月） 

  ２ 実施時期及び時間     施設長と協議の上決定する。 



                               

  ３ 方  法      

（１）樹脂ビニールシート等 

   ア 箒等で入念にほこり・ゴミ等を掃き除く。 

   イ 洗剤を用いて電気研磨機で汚れを除去し、モップで水拭きする。 

   ウ 床が乾いたら床材に適したワックス等を塗布し、電気研磨機でつや出しをし、仕

上げる。 

   エ 年 1 回剥離を行う。 

（２）フローリング清掃 

ア 箒等で入念にほこり・ゴミ等を掃き除く。 

イ 乾いたモップで乾拭きをする。 

ウ 床材に適したワックス等を塗布し、電気研磨機でつや出しをし、仕上げる。 

エ 年 1回剥離を行う。 

  ４ その他 

     施設の衛生と美観が保てるよう、施設長と協議の上、適切な方法により清掃する。 

 

Ⅳ ガラス清掃 

  １ 回 数    年４回（５、７、11、３月） 

  ２ 実施時期及び時間     施設長と協議の上決定する。 

  ３ 方  法      

（１）窓ガラスの両面を洗剤等で汚れを取り除いた後、湿った雑巾等で拭きとる。 

（２）乾いた雑巾等でつや出しをし、仕上げる。 

（３）窓枠の汚れは、湿った雑巾等で拭きとる。 

  ４ その他 清掃箇所、玄関扉、採光用窓他、各室のガラス窓すべて。 

  施設の衛生と美観が保てるよう、施設長と協議の上、適切な方法により清掃する。 

 

Ⅴ カーペット清掃 

  １ 回  数     年２回（７、１月） 

  ２ 実施時期及び時間     施設長と協議の上決定する。 

  ３ 方  法      

適切な機器により十分クリーニングする。 

（１）作業終了後、残存するしみ等はしみ抜きまたは手作業により除去する。 

（２）カーペット面に付着した洗剤と汚水を吸引除去する。 

（３）使用する洗剤はカーペット及び環境に悪影響を及ぼさないものであり、かつ洗浄

力に優れたものであること。 

  ４ その他 

     施設の衛生と美観が保てるよう、施設長と協議の上、適切な方法により清掃する。 

  

Ⅵ 換気扇清掃  

  １ 回  数     年１回（１月） 

  ２ 実施時期及び時間     施設長と協議の上決定する。 



                               

  ３ 方  法      

（１）フードに取り付けてあるフィルター・ファンをフードから丁寧に取り外し、フー

ド内外に付着したほこり・ゴミ・油汚れ等を中性洗剤にて清掃する。その後、乾拭

きを行う。 

（２）フィルター・ファンは、苛性ソーダ溶液で入念に洗浄し、数回の水洗い後、汚物

を完全に拭き取り、乾拭きを行い、十分乾燥させ清掃したフードに取り付ける。 

（３）組み立て後は、試運転を行い異常音等のないことを確認する。 

  ４ その他 

     施設の衛生と美観が保てるよう、施設長と協議の上、適切な方法により清掃する。 

 

Ⅶ 蛍光灯清掃 

 １ 回 数  年１回（１月） 

 ２  実施時期及び時間 施設長と協議の上決定する。 

 ３ 方 法 

 （１）蛍光管を取り外し、はたきや雑巾等で入念にほこり・ゴミ等を掃き除く。(反射板

を含む) 

 （２）固く絞った雑巾等で水拭きをする。 

 （３）蛍光管が乾いたら、雑巾等でから拭きをする。 

４ その他 

     施設の衛生と美観が保てるよう、施設長と協議の上、適切な方法により清掃する。 

 

Ⅷ 屋上他排水溝清掃 

 １ 回  数  年１回（１月）  

 ２  実施時期及び時間 施設長と協議の上決定する。 

 ３ 方  法 

 （１）排水溝５ケ所(屋上３・倉庫１・塔屋１) 

ごみ及び汚泥等を除去し、水及びブラシ等で洗浄する。 

（２）施設の衛生と美観が保てるよう、施設長と協議の上、適切な方法により清掃する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                               

別紙２

 作業箇所 床材質 日常清掃面積 定期清掃面積 ガラス面積

１F 事務室 合成樹脂系複合 29.4 ㎡ 29.4 ㎡ 4.3 ㎡ 

 談話室 タイルカーペット 31.81 ㎡  7.07 ㎡ 

 敬老室 タイルカーペット 75.76 ㎡
 

 
16.91 ㎡ 

 便所 合成樹脂系複合 23.16 ㎡ 23.16 ㎡ 3.14 ㎡ 

 湯沸室 合成樹脂系複合 3.61 ㎡ 3.61 ㎡  

 階段 合成樹脂系複合 12.05 ㎡ 12.05 ㎡ 12.02 ㎡ 

 浴室 タイル 12.18 ㎡   

 脱衣室（男・女） フローリング 7.98 ㎡  6.56 ㎡ 

 廊下 合成樹脂系複合 23.41 ㎡ 23.41 ㎡ 2.55 ㎡ 

 ホール 合成樹脂系複合 28.23 ㎡ 28.23 ㎡ 5.81 ㎡ 

 エレベーター 合成樹脂系複合 5.06 ㎡   

２Ｆ 集会室Ａ，Ｂ，Ｃ 合成樹脂系複合 87.22 ㎡ 87.22 ㎡ 21.22 ㎡ 

 便所 合成樹脂系複合 21.12 ㎡ 21.12 ㎡ 3.14 ㎡ 

 清掃員控室 合成樹脂系複合 2.4 ㎡  0.96 ㎡ 

 トレーニング室 合成樹脂系複合 20.5 ㎡ 20.5 ㎡ 7.07 ㎡ 

 相談室 合成樹脂系複合 6.29 ㎡ 6.29 ㎡  

 集会室Ｄ 畳 31.45 ㎡  11.38 ㎡ 

 
リラクゼーション

ルーム 
タイルカーペット 28.84 ㎡ 28.84 ㎡ 7,07 ㎡ 

 ホール 合成樹脂系複合 8.24 ㎡ 8.24 ㎡ 2.77 ㎡ 

 湯沸室 合成樹脂系複合 ３．３㎡ 3.3 ㎡  

 廊下 合成樹脂系複合 33.68 ㎡ 33.68 ㎡ 6.1 ㎡ 

 施設の外周   100 ㎡ 

 計  495.69 ㎡ 329.05 ㎡ 218.07 ㎡ 
 



                               

１．日常清掃面積 ４９５．６９㎡ 

２．定期清掃面積 ３２９．０５㎡ 

３．ガラス清掃面積 ２１８．０７㎡ 

４．浴室室清掃面積 １２．１８㎡ 

５．換気扇清掃箇所 ５箇所 

６．清掃器具類 

   便器 大便器  ８台 

      小便器  ４台 

   オストメイト  １台 

７．蛍光灯清掃箇所 １００箇所 

８．屋上・塔屋・１階倉庫他排水溝清掃箇所   ５箇所 

９．外溝面積 １５０㎡ 

10．施設平面図 資料２別紙１－３のとおり 

   



４ 自動扉保守点検仕様書（青山いきいきプラザ） 

 

１ 点検回数   年２回（５、11月） 

 

２ 機種及び台数 

（１）メーカー  ナブコシステム株式会社 

（２）形  式  1.V-85D 2.V-60S 3.V-60S  

（３）台  数  ３台 

（４）設置場所  正面玄関、だれでもトイレ１階、２階 

 

３ 保守点検業務内容 

（１)保守点検業務内容 

ア 開閉回数など使用状況 

イ サッシ部懸架部 

ウ 動力部 

エ 制御装置 

オ センサー部 

カ 電気回路 

キ その他、付属する装置 

（２）不調時における点検整備 

設備に故障等が発生した場合は、港区からの指示により受注者は直ちに技術員を派遣し、迅 

速に修理調整するものとする。 

（３）下記事項については、本保守契約に該当しないため、その都度実費請求とする。 

  ア 建具、ガラス、錠前などの修繕工事費用 

イ 部品交換（部品交換に関わる工事費用は無償） 

ウ 仕様変更及び機能向上を目的する部品費用及び工事費用 

エ エンジン装置にリニューアル工事費用 

オ 夜間、休日のオンコール対応費用 

（４）下記事項については、受注者の負担とする。 

  ア 保守業務に必要なウエス、油脂類、ビス、ボルトナット類等の消耗品及び専用工具等 

イ 不具合箇所の部品交換に関わる工事費用 

ウ 夜間、休日以外のオンコール対応費用 

エ 業務に関わる車両、交通、駐車費用 

（５)点検作業は、技術員が行い、必要があれば機器及び付属部品の修理又は交換を行う。 

（６)点検作業後は、報告書を１部作成し提出すること。 

（７)点検作業を行った際に発生した損害（第三者に及ぼした損害を含む）は、受注者が負担する。 

 

４ その他 

（１）本使用に定めのない事項に関しては、委託者と受注者で協議の上、適切に処理する。 

（２）作業を開始する前に施設長と連絡を取り、施設運営に支障のないよう十分協議の上、日程等



を決定すること。 

（３）契約の履行に際しては、低公害車による配送等に努力すること。また、ディーゼル車を利用

する場合は、「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」他、各県条例の規制に適合する

自動車とすること。本仕様に疑義が生じたときは、委託者と受注者が協議の上、これを定める

ものとする。 

 



 

５ 自動扉保守点検仕様書（赤坂いきいきプラザ） 

 

１ 点検回数 年３回（５、９、１月） 

  なお、日時等については、担当者と協議し、決定する。 

 

２ 点検保守整備の対象 

（１）メーカー   フルテック株式会社  

（２）形  式   ＤＣ-２０ＦＣ  

（３）台  数  １台 

（４）設置場所   正面玄関 

 

３ 保守期間  １年間 

 

４ 点検保守内容 

  下記について、点検・注油調整を入念に行ない、常に安全な状態にあるようにする。 

（１）メカ部分の点検注油、損傷状況の確認。 

（２）電気、電子回路の電圧電流の測定 

（３）動作状況のチェック調整 

（４）故障の事前発見及び措置  

（５）稼動経歴の管理 

（６）その他、装置の性能を良好に維持させるために必要な保守点検 

 

５ 受注者の責務 

（１）受注者は、常に善良なる管理者の義務をもって、保守点検作業に努めるものとし良

好な装置の機能維持及び安全管理に万全を期すこと。 

（２）保守点検作業に必要な器具、機材等はすべて受注者の負担とする。 

（３）受注者は、不時の故障等の連絡があった場合は、直ちに技術者を派遣し、点検調整

を行うこと。 

 

６ その他 

（１）港区は、保守点検の実施結果が本仕様書の内容に適合していないと認めたときは理

由を示しやり直しを求めることができる。この場合の費用は受注者が負担する。 

（２）本仕様書に定めのない事項、又は作業の実施にあたって疑義が生じた場合は港区と

受注者が協議して定めることとする。 

（３）作業を開始する前に、作業日時等を施設長と連絡をとり、施設運営に支障の無いよ

う十分協議の上、日程を決定する。 

（４）作業中の安全管理には十分注意をすること。なお、作業中の事故について区は一切

責任を負わない。 

（５）作業が終了した時は、施設長の確認を受け、作業報告書を１部提出すること。 

（６）本契約の履行にあたって自動車を使用し、又は使用させる場合は、「都民の健康と

安全を確保する環境に関する条例他、各県条例」に規定する、ディーゼル車規制に適

合する自動車とすること。 

 



 

６ 自動扉保守仕様書（赤坂いきいきプラザだれでもトイレ） 

 

１ 点検回数  年２回（５、11 月） 

 

２ 機種及び台数 

（１）メーカー  三和シャッター工業株式会社(身障者用トイレドア) 

（２）形  式  電動片引き型 ＳＤ－１ 

（３）台  数  １台 

（４）設置場所  だれでもトイレ  

 

３ 点検保守内容 

  下記項目について、点検、注油調整を入念に行ない常に安全な状態にあるようにする。 

（１）メカ部分の点検、注油、消耗状況の確認 

（２）電気、電子回路の電圧電流の測定 

（３）動作状況のチェック調整 

（４）故障の事前発見及び措置 

（５）稼動経歴の管理 

（６）その他、装置の性能を良好に維持させるために必要な保守点検 

 

４ 故障発生 

  故障が発生したとき、あるいは事故が発生した場合は、いつでも速やかに適切な処置

を取るものとする。 

 

５ その他 

（１）作業を開始する前に施設長と連絡を取り、施設運営に支障のないよう十分協議の上、

日程等を決定すること。 

（２）作業中の安全管理には特に留意すること。なお、作業中の事故について区は一切の

責任を負わない。 

（３）作業が完了したときは、施設長の確認を受け，報告書を１部提出すること。 

（４）本仕様書に定めが無いものは港区の指示に従うこと。 

（５）本仕様に疑義が生じたときは、委託者と受注者が協議のうえ、これを定めるものと

する。 

（６）契約の履行に際しては、低公害車による配送等に努力すること。また、ディーゼル

車を利用する場合は、「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例他、各県条例」

の規制に適合する自動車であること。 

 



 

７ 自動扉保守点検仕様書（青南いきいきプラザ玄関） 

 

１ 点検回数   年２回（５、11 月） 

 

２ 機種及び台数 

（１）メーカー  ナブコシステム株式会社 

（２）形  式  Ⅴ－60D   

（３）台  数  １台 

（４）設置場所  正面玄関 

 

３ 保守点検業務内容 

（１) 保守点検業務内容 

ア 開閉回数など使用状況 

イ サッシ部懸架部 

ウ 動力部 

エ 制御装置 

オ センサー部 

カ 電気回路 

キ その他、付属する装置 

（２)不調時における点検整備 

設備に異常が発生した場合は、港区からの指示により技術員を派遣し、点検を行う

こと。 

（３）下記事項については、本保守契約に該当しないため、その都度実費請求とする。 

ア 建具、ガラス、錠前などの修繕工事費用 

イ 部品交換(部品交換に関わる工事費用は無償) 

ウ エンジン装置のリニューアル工事費用 

エ 夜間、休日のオンコール対応費用 

（４）下記事項については、受注者の負担とする。 

ア 保守業務に必要なウエス、油脂類、ビス、ボルトナット類等の消耗品及び専用工

具等 

イ 不具合箇所の部品交換に関わる工事費用 

ウ 夜間、休日以外のオンコール対応費用 

エ 業務に関わる車両、交通、駐車費用 

（５)点検作業は、技術員が行い、必要があれば機器及び付属部品の修理又は交換を行う。 

（６)点検作業後は、報告書を１部作成し、提出すること。 

（７)点検作業を行った際に発生した損害（第三者に及ぼした損害を含む）は、受注者が負

担する。 

 

４ その他 

（１）本使用に定めのない事項に関しては、委託者と受注者で協議の上、適切に処理する。 

（２）作業を開始する前に施設長と連絡を取り、施設運営に支障のないよう十分協議の上、

日程等を決定すること。 

（３）契約の履行に際しては、低公害車による配送等に努力すること。また、ディーゼル

車を利用する場合は、「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」他、各県条例

の規制に適合する自動車とすること。本仕様に疑義が生じたときは、委託者と受注者

が協議の上、これを定めるものとする。 



 

８ 自動扉保守点検仕様書 

（青南いきいきプラザだれでもトイレ、屋上出入口） 

 

１ 点検日  年３回（５、９、１月）  

 

２ 機種及び台数 

（１）メーカー   フルテック株式会社 

（２）形式、台数及び設置場所 

   電動式片引型１台：屋上  100KLCM 

電動式片引型２台：トイレ 100KLCM 

 

３ 保守点検内容 

  下記について、点検・注油調整を入念に行ない、常に安全な状態にあるようにする。 

（１）メカ部分の点検、注油、損耗状況の確認 

（２）電気、電子回路の電圧電流の測定 

（３）動作状況のチェック調整 

（４）故障の事前発見及び措置 

（５）稼動経歴の管理 

（６）その他、装置の性能を良好に維持させるために必要な保守点検 

 

４ 故障発生 

  故障が発生したとき、あるいは事故が発生した場合は、いつでも速やかに適切な処

置をとるものとする。 

 

５ その他 

（１）作業を開始する前に、作業日時等を各施設長と連絡を取り、施設運営に支障の無

いよう十分協議の上、日程を決定する。 

（２）作業中の安全管理には特に注意すること。なお、作業中の事故について区は一切

責任を負わない。 

（３）作業が終了した時は、施設長の確認を受け作業報告書を１部提出すること。 

（４）本仕様書に定めが無いものは港区の指示に従うこと。また、本仕様書に疑義が生

じた時は、委託者と受注者が協議の上これを定める。 

（５）本契約の履行にあたって自動車を使用し、又は使用させる場合は、「都民の健康と

安全を確保する環境に関する条例他、各県条例」に規定する、ディーゼル車規制に

適合する自動車とすること。 

 



 

９ 機械警備業務（青山いきいきプラザ） 

 

１ 警備箇所 

当施設及びこれに属する物件 

 

２ 警備目的 

当施設における防犯、火災を防止し、財産の保全を図ることを目的とする。 

 

３ 警備施設 

受注者は有線通報設備による警備ができるよう警報機器を設置すること。 

 

４ 受注者の責務 

（１）受注者の責務において、区民･業務関係者等に対する安全対策に万全を期し、事故

防止に関する必要な措置を講じること。 

（２）受注者は常に善良なる管理者の注意を持って業務を遂行し、業務の進捗状況につい

て確認の上、適宜報告すること。 

（３）関係法令を遵守し、その適用及び運用は受注者の責任において適切に行うこと。 

（４）業務上知りえた秘密を第三者に漏らしてはならない。契約の解除及び期間満了後に

おいても同様とする。 

 

５ 業務内容 

当施設に設置した警報機器及び緊急要員の出動により次の業務を行う。 

（１）非常防犯通報対応 

緊急通報ボタンによる通報の受信、緊急要員への指示、現場への急行及び警察への

通報。 

（２）火災の防止 

ア 警報の受信、緊急要員への指示、現場への急行及び消防への通報。 

イ 現場到着後の消火作業。 

（３）盗難の防止 

ア 警報の受信、緊急要員への指示、現場への急行及び必要ある場合の警察への通報。 

イ 現場到着後における不審者の発見、警察への通報。 

（４）ガス漏れの警戒 

ガス漏れ警報機からの警報受信後、緊急要員への指示、施設への急行、ガス漏れへ

の対応、必要に応じた消防機関等、ガス供給会社への通報。 

（５）異常事態発生時における処置 

ア 速やかに事故発生現場に急行し、異常事態の内容を確認するとともに、事態の拡

大防止にあたる。 

イ 緊急要員は確認後管制本部へその状況を連絡し、必要に応じて警備の強化を要請

する。 

ウ あらかじめ届け出た館の警備責任者へ緊急連絡する。 

 



６ 補 償     

受託業務中に生じた事故については受注者の責任において処理し、受注者の責による

建物等に与えた損害についても受注者の責任において補償するものとする。ただし、補

償限度額は１０億円とする。 

 

７ 警備責任・警備時間 

受注者の警備責任と警備時間は、警備時間内において当施設に設置した警報機器を作

動した時点に始まり、警戒状態を解除した時点に終了する。 

 

８ 警備実施要領 

（１）警報機による警備 

ア 当施設に設置した警報機器は、NTT の専用線を利用して受注者の管制本部に 接続

する。設置された警報機器は建物への侵入・火災の発生等異常事態を感知し、これ

を受注者の管制本部に通報する機能を持つものとする。 

イ 受注者は警備時間中受信装置が常に正常に機能するように管理しなければ なら

ない。 

ウ 管制本部は警備時間中、受信装置を間断なく監視するとともに、常に緊急要 員

と連絡を保てるよう機能の万全をはからなければならない。 

（２）警備実施状況の報告 

受注者は事故の際の処理状況報告書を遅滞なく港区に提出するものとする。 

（３）鍵の預託 

港区は受注者が警備上必要な鍵を受注者に預託する。受注者は預託された鍵を厳重

に管理するものとする。 

（４）警備機器の保守点検 

館に設置された警報機器の機能については、適時適切に保守点検を行うものとする。 

（５）巡回による警備 

やむを得ない理由により警報機器が使用できないときは、次の要領により巡回警備

を実施する。 

ア 緊急要員については施錠の点検を行うとともに、火災・盗難等異常の有無に つ

いて確認するものとする。 

イ 巡回警備の時間及び回数は、００時００分から２４時００分まで４回おこなうも

のとする。 

ウ 異常事態発生時における処置は、５（５） に準じて行うものとする。 

 

９ そ の 他     

（１）電気錠連動等の拡張性が可能なシステムとすること。 

（２）拡張性の高い操作用非接触タグによる運用（個人識別可能）とすること。 

（３）業務実施上、本仕様書に定めのない事項については、その都度港区と受注者が協議

して取り決めるものとする。 

（４）契約の履行に際しては、低公害車による配送等に努力すること。また、ディーゼル

車を使用する場合は、「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例他、各県条例」

の規制に適合する自動車であること。 



 

１０ 機械警備業務（赤坂いきいきプラザ） 

 

１ 警備箇所 

当施設及びこれに属する物件 

 

２ 警備目的 

当施設における防犯、火災を防止し、財産の保全を図ることを目的とする。 

 

３ 警備施設 

受託者は有線通報設備による警備ができるよう警報機器を設置すること。 

 

４ 受注者の責務 

（１）受注者の責務において、区民･業務関係者等に対する安全対策に万全を期し、事故

防止に関する必要な措置を講じること。 

（２）受注者は常に善良なる管理者の注意を持って業務を遂行し、業務の進捗状況につい

て確認のうえ適宜報告すること。 

（３）関係法令を遵守し、その適用及び運用は受注者の責任において適切に行うこと。 

（４）業務上知りえた秘密を第三者に漏らしてはならない。契約の解除及び期間満了後に

おいても同様とする。 

 

５ 業務内容 

当施設に設置した警報機器及び緊急要員の出動により次の業務を行う。 

（１） 非常防犯通報対応 

緊急通報ボタンによる通報の受信、緊急要員への指示、現場への急行及び警察への

通報。 

（２）火災の防止 

ア 警報の受信、緊急要員への指示、現場への急行及び消防への通報。 

イ 現場到着後の消火作業。 

（３）盗難の防止 

ア 警報の受信、緊急要員への指示、現場への急行及び必要ある場合の警察への通報。 

イ 現場到着後における不審者の発見、警察への通報。 

（４）ガス漏れの警戒 

ガス漏れ警報機からの警報受信後、緊急要員への指示、施設への急行、ガス漏れへ

の対応、必要に応じた消防機関等、ガス供給会社への通報。 

（５）異常事態発生時における処置 

ア 速やかに事故発生現場に急行し、異常事態の内容を確認するとともに、事態の拡

大防止にあたる。 

イ 緊急要員は確認後、管制本部へその状況を連絡し、必要に応じて警備の強化を要

請する。 

ウ あらかじめ届け出た館の警備責任者へ緊急連絡する。 

 



６ 補 償     

受託業務中に生じた事故については受託者の責任において処理し、受託者の責による

建物等に与えた損害についても受託者の責任において補償するものとする。ただし、補

償限度額は１０億円とする。 

 

７ 警備責任・警備時間 

受託者の警備責任と警備時間は、警備時間内において当施設に設置した警報機器を作

動した時点に始まり、警戒状態を解除した時点に終了する。 

 

８ 警備実施要領 

（１）警報機による警備 

ア 当施設に設置した警報機器は、NTT の専用線を利用して受託者の管制本部に 接続

する。設置された警報機器は建物への侵入・火災の発生等異常事態を感知し、これ

を受託者の管制本部に通報する機能を持つものとする。 

イ 受託者は警備時間中受信装置が常に正常に機能するように管理しなければならな

い。 

ウ 管制本部は警備時間中、受信装置を間断なく監視するとともに、常に緊急要 員

と連絡を保てるよう機能の万全をはからなければならない。 

（２） 警備実施状況の報告 

受託者は事故の際の処理状況報告書を遅滞なく港区に提出するものとする。 

（３）鍵の預託 

港区は受託者が警備上必要な鍵を受託者に預託する。受託者は預託された鍵を厳重

に管理するものとする。 

（４）警備機器の保守点検 

館に設置された警報機器の機能については、適時適切に保守点検を行うものとする。 

（５）巡回による警備 

やむを得ない理由により警報機器が使用できないときは、次の要領により巡回警備

を実施する。 

ア 緊急要員については施錠の点検を行うとともに、火災・盗難等異常の有無につい

て確認するものとする。 

イ 巡回警備の時間及び回数は、００時００分から２４時００分まで４回おこなうも

のとする。 

ウ 異常事態発生時における処置は、５（５） に準じて行うものとする。 

 

９ そ の 他     

（１）電気錠連動等の拡張性が可能なシステムとすること。 

（２）拡張性の高い操作用非接触タグによる運用（個人識別可能）とすること。 

（３）業務実施上、本仕様書に定めのない事項については、その都度港区と受託者が協議

して取り決めるものとする。 

（４）契約の履行に際しては、低公害車による配送等に努力すること。また、ディーゼル

車を使用する場合は、「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例他、各県条例」

の規制に適合する自動車であること。 



 

１１ 機械警備業務（青南いきいきプラザ） 

 

１ 警備箇所 

当施設及びこれに属する物件 

 

２ 警備目的 

当施設における防犯、火災を防止し、財産の保全を図ることを目的とする。 

 

３ 警備施設 

受託者は有線通報設備による警備ができるよう警報機器を設置すること。 

 

４ 受注者の責務 

（１）受注者の責務において、区民･業務関係者等に対する安全対策に万全を期し、事故防

止に関する必要な措置を講じること。 

（２）受注者は常に善良なる管理者の注意を持って業務を遂行し、業務の進捗状況につい

て確認のうえ適宜報告すること。 

（３）関係法令を遵守し、その適用及び運用は受注者の責任において適切に行うこと。 

（４）業務上知りえた秘密を第三者に漏らしてはならない。契約の解除及び期間満了後に

おいても同様とする。 

 

５ 業務内容 

当施設に設置した警報機器及び緊急要員の出動により次の業務を行う。 

（１）非常防犯通報対応 

緊急通報ボタンによる通報の受信、緊急要員への指示、現場への急行及び警察への

通報。 

（２）火災の防止 

ア 警報の受信、緊急要員への指示、現場への急行及び消防への通報。 

イ 現場到着後の消火作業。 

（３）盗難の防止 

ア 警報の受信、緊急要員への指示、現場への急行及び必要ある場合の警察への通報。 

イ 現場到着後における不審者の発見、警察への通報。 

（４）ガス漏れの警戒 

ガス漏れ警報機からの警報受信後、緊急要員への指示、施設への急行、ガス漏れへ

の対応、必要に応じた消防機関等、ガス供給会社への通報。 

（５）異常事態発生時における処置 

ア 速やかに事故発生現場に急行し、異常事態の内容を確認するとともに、事態の拡

大防止にあたる。 

イ 緊急要員は確認後、管制本部へその状況を連絡し、必要に応じて警備の強化を要

請する。 

ウ あらかじめ届け出た館の警備責任者へ緊急連絡する。 



６ 補償 

受託業務中に生じた事故については受託者の責任において処理し、受託者の責による

建物等に与えた損害についても受託者の責任において補償するものとする。ただし、補

償限度額は１０億円とする。 

 

７ 警備責任・警備時間 

受託者の警備責任と警備時間は、警備時間内において当施設に設置した警報機器を作

動した時点に始まり、警戒状態を解除した時点に終了する。 

 

８ 警備実施要領 

（１）警報機による警備 

ア 当施設に設置した警報機器は、NTT の専用線を利用して受託者の管制本部に 接続

する。設置された警報機器は建物への侵入・火災の発生等異常事態を感知し、これ

を受託者の管制本部に通報する機能を持つものとする。 

イ 受託者は警備時間中受信装置が常に正常に機能するように管理しなければ なら

ない。 

ウ 管制本部は警備時間中、受信装置を間断なく監視するとともに、常に緊急要 員

と連絡を保てるよう機能の万全をはからなければならない。 

（２）警備実施状況の報告 

受託者は事故の際の処理状況報告書を遅滞なく港区に提出するものとする。 

（３）鍵の預託 

港区は受託者が警備上必要な鍵を受託者に預託する。受託者は預託された鍵を厳重

に管理するものとする。 

（４）警備機器の保守点検 

館に設置された警報機器の機能については、適時適切に保守点検を行うものとする。 

（５）巡回による警備 

やむを得ない理由により警報機器が使用できないときは、次の要領により巡回警備

を実施する。 

ア 緊急要員については施錠の点検を行うとともに、火災・盗難等異常の有無に つ

いて確認するものとする。 

イ 巡回警備の時間及び回数は、００時００分から２４時００分まで４回行うも の

とする。 

ウ 異常事態発生時における処置は、５（５） に準じて行うものとする。 

９ そ の 他     

（１）電気錠連動等の拡張性が可能なシステムとすること。 

（２）拡張性の高い操作用非接触タグによる運用（個人識別可能）とすること。 

（３）業務実施上、本仕様書に定めのない事項については、その都度港区と受託者が協議

して取り決めるものとする。 

（４）契約の履行に際しては、低公害車による配送等に努力すること。また、ディーゼル

車を使用する場合は、「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例他、各県条例

等」の規制に適合する自動車であること。 



                       

１２ 空調設備等保守点検仕様書（青山いきいきプラザ） 

 

１ 施設概要 

（１）敷地面積  １１５３．１４㎡ 

（２）建築面積  ７６３．０５４㎡ 

（３）延床面積  ２４７１．８３㎡ 

（４）建  物  地下 RC 造(一部 SRC 造り)、地上 SRC 

         地下２階、地上２階、PH１階、ＲＦ 

 

２ 委託内容  

空調設備・給排水設備保守点検 

各設備に適した定期点検を行い、故障が発生したときあるいは事故が発生した場合は、

いつでも修理又は適切な処置をする。 

 

３ 受託者の責務 

（１）受託者の責務において、区民・業務関係者等に対する安全対策に万全を期し、事故

防止に関する措置を講じること。 

（２）常に善良なる管理者の注意をもって業務を遂行し、業務の進捗状況について確認の

うえ適宜報告すること。 

（３）関係法令を遵守し、その適用及び運用は受託者の責任において適切に行うこと。 

（４）業務上知りえた秘密を第三者に漏らしてはならない。契約解除及び期間満了後にお

いても同様とする。 

（５）作業を実施するにあたり、事前に年間業務実施計画を作成し、本区と協議すること。 

（６）開始する前に施設長と連絡を取り、施設運営に支障のないよう十分な協議のうえ、

日程等を決定すること。作業中の安全管理には、特に留意すること。なお作業中の事

故について、区は一切の責任を負わない。  

（７）受託者は、衛生害虫対策について下記の事項を遵守すること。 

  ア 殺虫剤の散布は、最小限とすること。 

  イ 殺虫剤を散布する場合は、利用者が施設内にいない時間に作業することとし、事

前に作業計画を提出し施設管理者の承認を得ること。 

  ウ 作業計画書には、使用する薬剤、使用量、使用場所、および化学物質の低減化対

策を明記すること。  

（８）作業が完了したときは、施設長の確認を受け、報告書を１部提出すること。 

（９）本仕様書に疑義が生じたときは港区と受託者が協議のうえ、これを定めるものとす

る。 

（10）契約の履行に際しては、低公害車による配送等に努力すること。また、ディーゼル

車を使用する場合は、「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例他、各県条例」

の規制に適合する自動車であること。 

 

４ 空調設備及び給排水設備概要・点検内容 

（１）二重効用吸収冷温水機 (冷却塔、冷温水・冷却水ポンプ含む)  年２回 

   型式：CH-K20PC(矢崎総業社製) 

冷房開始時１回、暖房開始時１回のメーカーによる点検を行う   

（２）空気調和機                         年４回 



                       

型式：CH－070ES (昭和鉄工株式会社製)6000 ㎥×3.7ｋｗ 

  ア シーズンイン点検２回、シーズンオン点検２回 

  イ 機器内部清掃、劣化・腐食状況確認 

  ウ フィン・コイル洗浄 

  エ ドレンパン清掃、配水管の詰まり除去 

  オ 軸受の注油、ベルトの張りの調整 

  カ フィルターの清掃 

  キ 中性能フィルターの清掃 

    605×605×125：1 枚 

    605×300×125：1 枚 

    300×605×125：1 枚 

  ク 絶縁抵抗・運転データ(電圧、電流)測定 

  ケ 加湿器の点検(暖房前) 

（３)ガスヒートポンプ室内機  年２回（３６台） 

  ア フィルターの清掃 

イ ドレンの点検 

ウ 運転状況点検(温度測定、異音振動の確認) 

（４）空冷ヒートポンプエアコン室外機  年１回（７台） 

  ア 運転状況点検(温度測定、異音振動の確認) 

イ 保安装置の機能点検 

  ウ 凝縮機フィン汚れ点検 

  エ 冷媒ガス漏れ確認 

（５） 空冷ヒートポンプエアコン室内機  年２回（１０台） 

ア フィルターの清掃 

イ ドレンの点検 

ウ 運転状況の確認(温度測定、異音振動の確認) 

（６）換気設備  

   全熱交換器  年２回（１台） 

   型式：LGH25CS4 天井カセット型 

ア フィルターの清掃 

イ ファンの外観点検及び異音振動の確認 

ウ 絶縁抵抗・運転データ(電圧、電流)の測定   

（７）排気・給気ファン  年１回（３７台） 

ア 内訳 

片吸込シロッコファン：７台、ミニシロッコファン：８台、有圧扇：２台 

ストレートシロッコファン：９台、天井扇：７台、レンジフード：４台 

  イ ファンの外観点検及び異音振動の確認 

  ウ 制御装置、安全装置、付属品の点検 

  エ 絶縁抵抗・運転データ(電圧、電流)の測定 

（８）給排水設備（排水管清掃と一緒に実施） 

   直結給水ブースタポンプ  年１回（１台） 

   型式：50PNAEM2.2A（エバラ） 

  ア ポンプの外観点検及び異音振動の確認 

  イ 制御装置、安全装置、付属品の点検 



                       

  ウ 絶縁抵抗・運転データ(電圧、電流)の測定 

（９）給湯循環ポンプ(給湯器に付属のランプポンプ)  年１回（１台） 

  ア ポンプの外観点検及び異音振動の確認 

イ 絶縁抵抗・運転データ(電圧、電流)の測定 

（10）排水ポンプ (水中ポンプ)  年１回（８台） 

ア 絶縁抵抗・運転データ(電圧、電流)の測定 

イ 接続管等の外観点検及び異音振動の確認 

（11）汚水槽(約８㎡)・雑排水槽(約２０㎡)の清掃   年１回（各１槽） 

（12）槽内の汚水及び残留物質をバキューム車により槽外に排出し、高圧洗浄等にて清掃

し、必要に応じ消毒する。清掃によって生じた汚泥等の廃棄物の処理及び清掃に関す

る法律、下水道法等の規定に基づき適切に処理する。 

 

５ 故障発生 

故障が発生したときあるいは事故が発生した場合は、いつでも速やかに適切な処置を

とるものとする。 

 

 

換気・給排水設備等一覧表 

 

種類 台数 

給気    ＦＳ－１、２、３、４(シロッコファン) ４

排気    ＦＥ‐１,４,６～８,１０,１１，１４～１６、２１～２３ １３

換気設備  ＨＦＸ－１ １

換気設備  ＥＦ－１～１９  ２０

給排水設備 ＷＰ－１ １

      ＧＷ－１ １

      ＨＰ－１ １

ＤＰ－１ ６

ＤＰ－２  ２

      ＥＷ－１・２・３ ６

ＥＷＣ－１ ２

地下ピット 汚水槽 ５㎡

      雑排水槽 ２０㎡

        



青山いきいきプラザ　換気設備機器表

機器記号 機器名称 台数 設置場所 型式 備考

HEX-1 全熱交換器 1 1階 会議室 LGH-25CS4 天井カセット型

EF-1 排気ファン 1 B2階 更衣室(1) BFS-80SY ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ

EF-2 排気ファン 1 B2階 更衣室(2) BFS-40SY ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ

EF-3 排気ファン 1 B2階 車椅子便所(1) BFS-40SUC ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ

EF-4 排気ファン 1 B1階 器具庫(1) № 1 1/4POS•RHD(日立製) ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ

EF-5 排気ファン 1 1階 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ VD-18ZX7-X 天井扇

EF-6 排気ファン 1 1階 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ VD-604KQEX6 ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ

EF-7 排気ファン 1 1階 清掃員控室 VD-15ZX7-X 天井扇

EF-8 排気ファン 1 1階 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ便所 VD-15ZX7-X 天井扇

EF-9 排気ファン 1 1階 湯沸室(2) VD-604KQEX6 ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ

EF-10 排気ファン 1 1階 職員休憩室 VD-15ZX7-X 天井扇

EF-11 排気ファン 1 1階 敬老室前廊下 VD-15ZXP7-X 天井扇

EF-12 排気ファン 1 1階 事務所湯沸室(1) VD-604KQEX6 ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ

EF-13 排気ファン 1 1階 事務者倉庫(3) VD-15ZX7-X 天井扇

EF-14 排気ファン 1 1階 男女脱衣室 BFS-150SY ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ

EF-15 排気ファン 1 2階 講習室C BFS-210TX ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ

EF-16 排気ファン 1 2階 講習室B BFS-150TX ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ

EF-17 排気ファン 1 1階 備蓄倉庫(2) VD-18ZX7-X 天井扇

EF-18 排気ファン 1 2階 湯沸室(3) VD-604KQEX6 ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ

EF-19 排気ファン 2 2階 男子・女子浴室 EFG-25KD 有圧扇

FS-1 給気ファン 1 B2階 器具庫(2) No.2 1/2SS天吊 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ

FS-2 給気ファン 1 B2階 体育館(ファンルーム) No.5SS床置 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ

FS-3 給気ファン 1 B1階 機械室(2) No.2 1/2SS天吊 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ

FS-4 給気ファン 1 B1階 電気室 No.2SS天吊 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ

FE-1 排気ファン 1 B2階 器具庫(2) No.2 1/2SS天吊 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ

FE-4 排気ファン 1 B1階男女便所 BFS-100SUC ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ

FE-6 排気ファン 1 B2階 盤室 No.1 1/4SS天吊 ﾐﾆｼﾛｯｺﾌｧﾝ

FE-7 排気ファン 1 B1階 機械室(2) No.2 1/2SS天吊 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ

FE-8 排気ファン 1 B1階 電気室 No.2SS天吊 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ

FE-10 排気ファン 1 1階 敬老室 No.1 1/4SS天吊 ﾐﾆｼﾛｯｺﾌｧﾝ

FE-11 排気ファン 1 1階 舞台 No.1 1/4SS天吊 ﾐﾆｼﾛｯｺﾌｧﾝ

FE-14 排気ファン 1 1階 男女便所 No.1 1/2SS天吊 ﾐﾆｼﾛｯｺﾌｧﾝ

FE-15 排気ファン 1 1階倉庫(4) № 1 1/4POS•RHD(日立製) ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ

FE-16 排気ファン 1 2階 講習室D No.1 1/2SS天吊 ﾐﾆｼﾛｯｺﾌｧﾝ

FE-21 排気ファン 1 2階 倉庫(6) No.1SS天吊 ﾐﾆｼﾛｯｺﾌｧﾝ

FE-22 排気ファン 1 2階 男女便所 No.1 1/2SS天吊 ﾐﾆｼﾛｯｺﾌｧﾝ

FE-23 排気ファン 1 2階 倉庫(5) No.1 1/2SS天吊 ﾐﾆｼﾛｯｺﾌｧﾝ



                                

１３ 空調設備等保守点検仕様書（赤坂いきいきプラザ） 

 

１ 施設概要 

（１）敷地面積  ５０３㎡ 

（２）建物面積  ２８９㎡  

（３）延床面積  ８４８㎡ 

（４）建  物  地上３階 RC 造  

 

２ 委託内容 

空調設備・給排水設備保守点検 

各設備に適した定期点検を行い、故障が発生したときあるいは事故が発生場合は、い

つでも適切な処置をする。 

 

３ 受託者の責務 

（１）受託者の責務において、区民・業務関係者等に対する安全対策に万全を期し、事故

防止に関する措置を講じること。 

（２）常に善良なる管理者の注意をもって業務を遂行し、業務の進捗状況について確認の

上、適宜報告すること。 

（３）関係法令を遵守し、その適用及び運用は受託者の責任において適切に行うこと。 

（４）業務上知りえた秘密を第三者に漏らしてはならない。契約解除及び期間満了後のお

いても同様とする。 

（５）作業を実施するにあたり、事前に年間業務実施計画を作成し、本区と協議すること。 

（６）開始する前に施設長と連絡を取り、施設運営に支障のないよう十分な協議の上、日

程等を決定すること。作業中の安全管理には、特に留意すること。なお作業中の事故

について、区は一切の責任を負わない。  

（７）作業が完了したときは、施設長の確認を受け、報告書を１部提出すること。 

（８）本仕様書に疑義が生じたときは、港区と受託者が協議のうえ、これを定めるものと

する。 

（９）契約の履行に際しては、低公害車による配送等に努力すること。また、ディーゼル

車を使用する場合は、「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例他、各県条例」

の規制に適合する自動車であること。 

 

４ 空調設備及び給排水設備点検保守 

下記の機器に対して定期点検を行い、故障が発生した場合、あるいは緊急事故が発生

した場合は、連絡により直ちに修理又は適切な処置をとるものとする。 

※ガスヒートポンプ室外機の点検は本仕様に含まれません。 

（１）ガスヒートポンプエアコン室内機  年２回（１９台） 

ア フィルターの清掃 

イ ドレンの点検 

ウ 運転状況点検(温度測定、異音振動の確認) 



（２）空冷ヒートポンプエアコン室内機  年２回（３台） 

ア フィルターの清掃 

イ ドレンの点検 

ウ 運転状況点検(温度測定、異音振動の確認) 

（３）空冷ヒートポンプエアコン室外機  年１回（３台） 

ア 運転状況点検(温度測定、異音振動の確認) 

イ 保安装置の機能点検 

ウ 凝縮機フィン汚れ点検 

エ 冷媒ガスもれ確認 

オ 凝縮機フィン汚れ点検 

（４）給排水設備（排水管清掃と一緒に実施）  年１回（１台） 

ア ポンプの外観点検及び異音振動の確認 

イ 制御装置、安全装置、付属品の点検 

ウ 絶縁抵抗・運転データ(電圧、電流)の測定 

エ 増圧給水点検 

 

 



赤坂いきいきプラザ　パッケージエアコン機器表

記号 台数 階 設置場所 メーカー 型式 備考 冷房ｋW 暖房ｋW

GHP

MPAC-2-1 1 2 廊下① 三菱重工 GTWP４５5M1A 天井カセット形（2方向） 4.5 5.0

MPAC-2-1 1 2 廊下② 三菱重工 GTWP455M1A 天井カセット形（2方向） 4.5 5.0

MPAC-2-1 1 2 集会室B（洋室） 三菱重工 GTWP455M1A 天井カセット形（2方向） 4.5 5.0

MPAC-2-1 1 2 集会室B（洋室） 三菱重工 GTWP455M1A 天井カセット形（2方向） 4.5 5.0

MPAC-2-2 1 2 トレーニング室 三菱重工 GTWP７１5M1A 天井カセット形（2方向） 7.1 8.0

MPAC-2-2 1 2 トレーニング室 三菱重工 GTWP７１5M1A 天井カセット形（2方向） 7.1 8.0

MPAC-2-2 1 2 トレーニング室 三菱重工 GTWP７１5M1A 天井カセット形（2方向） 7.1 8.0

MPAC-2-2 1 2 トレーニング室 三菱重工 GTWP７１5M1A 天井カセット形（2方向） 7.1 8.0

MPAC-2-3 1 2 集会室A（和室） 三菱重工 GTWP９０5M1A 天井カセット形（2方向） 9.0 10.0

MPAC-1-1 1 1 女子浴室 三菱重工 GTSCP３６5M1A 天井カセット形（1方向） 3.6 4.0

MPAC-1-1 1 1 男子浴室 三菱重工 GTSCP３６5M1A 天井カセット形（1方向） 3.6 4.0

MPAC-1-2 1 1 廊下① 三菱重工 GTWP４５5M1A 天井カセット形（2方向） 4.5 5.0

MPAC-1-2 1 1 廊下② 三菱重工 GTWP４５5M1A 天井カセット形（2方向） 4.5 5.0

MPAC-1-3 1 1 談話室 三菱重工 GTWP565M1A 天井カセット形（2方向） 5.6 6.3

MPAC-1-3 1 1 玄関ホール 三菱重工 GTWP565M1A 天井カセット形（2方向） 5.6 6.3

MPAC-1-4 1 1 敬老室 三菱重工 GTWP７１5M1A 天井カセット形（2方向） 7.1 8.0

MPAC-1-4 1 1 敬老室 三菱重工 GTWP７１5M1A 天井カセット形（2方向） 7.1 8.0

MPAC-1-4 1 1 敬老室 三菱重工 GTWP７１5M1A 天井カセット形（2方向） 7.1 8.0

MPAC-1-4 1 1 敬老室 三菱重工 GTWP７１5M1A 天井カセット形（2方向） 7.1 8.0

室外機（除外）

MPAC-1 1 R 屋上 三菱重工 GCCRP5602MA2 室外機 56.0 63.0

MPAC-2 1 R 屋上 三菱重工 GCCRP5602MA2 室外機 56.0 63.0

EHP

PAC-1 3 休憩室 ダイキン S25XTAXS-W 総称名

PAC-1 1 3 休憩室 ダイキン F25XTAXS-W 室内機 2.5 2.8

PAC-1 1 3 休憩室 ダイキン R25XAXS 室外機 2.5 2.8

PAC-3 3 ミーティングルーム ダイキン S40XTAXP-W 総称名

PAC-3 1 3 ミーティングルーム ダイキン F40XTAXP-W 室内機 4.0 5.0

PAC-3 1 3 ミーティングルーム ダイキン R40XAXP 室外機 4.0 5.0

PAC-6 事務室 ダイキン SZRK56BFV 総称名

PAC-6 1 1 事務室 ダイキン FHKP56DJ 室内機 5.0 5.6

PAC-6 1 1 事務室 ダイキン RZRP56BDV 室外機 5.0 5.6

合計台数 27



 

１４ 空調設備保守点検仕様書（青南いきいきプラザ） 

 

１ 施設概要   敷地面積   １１５３．１４㎡ 

         建築面積   ６５４．９８㎡ 

         延床面積   ６５４．９８㎡ 

         建  物   地上２階 

 

２ 委託内容 

各設備に適した定期点検を行い、故障が発生したときあるいは事故が発生場合は、い

つでも適切な処置をする。  

 

３ 受託者の責務 

（１）受託者の責務において、区民・業務関係者等に対する安全対策に万全を期し、事故

防止に関する措置を講じること。 

（２）常に善良なる管理者の注意をもって業務を遂行し、業務の進捗状況について確認の

上、適宜報告すること。 

（３）関係法令を遵守し、その適用及び運用は受託者の責任において適切に行うこと。 

（４）業務上知りえた秘密を第三者に漏らしてはならない。契約解除及び期間満了後にお

いても同様とする。 

（５）作業を実施するにあたり、事前に年間業務実施計画を作成し、本区と協議すること。 

（６）開始する前に施設長と連絡を取り、施設運営に支障のないよう十分な協議の上、日

程等を決定すること。作業中の安全管理には、特に留意すること。なお作業中の事故

について、区は一切の責任を負わない。  

（７）受託者は、衛生害虫対策について下記の事項を遵守すること。 

  ア 殺虫剤の散布は、最小限とすること。 

  イ 殺虫剤を散布する場合は、利用者が施設内にいない時間に作業することとし、事

前に作業計画を提出し施設管理者の承認を得ること。 

  ウ 作業計画書には、使用する薬剤、使用量、使用場所、および化学物質の低減化対

策を明記すること。  

（８）作業が完了したときは、施設長の確認を受け、報告書を１部提出すること。 

（９）本仕様書に疑義が生じたときは港区と受託者が協議のうえ、これを定めるものとす

る。 

（10）契約の履行に際しては、低公害車による配送等に努力すること。また、ディーゼル

車を使用する場合は、「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例他、各県条例」

の規制に適合する自動車であること。 

 

４ 空調設備及び給排水設備概要・点検内容 

各設備に適した定期点検を行い、故障が発生したときあるいは事故が発生した場合は

いつでも適切な処置をする。 

  ガスヒートポンプエアコンの室外機の点検及び消防設備の点検は含まれません。 



（１）ガスヒートポンプ室内機  年２回（２３台） 

ア フィルターの清掃 

イ 水漏れ点検 

ウ 運転状況点検(温度測定、異音振動の確認) 

（２）空冷ヒートポンプエアコン室内機  年２回（２台） 

ア フィルターの清掃 

イ 水漏れ点検 

ウ 運転状況点検(温度測定、異音振動の確認) 

（３）空冷ヒートポンプエアコン室外機  年１回（１台） 

ア 運転状況点検(温度測定、異音振動の確認) 

イ 保安装置の機能点検 

ウ 凝縮機フィン汚れ点検 

エ 冷媒ガスもれ確認 

（４）全熱交換形換気扇   年２回（１０台） 

ア フィルターの清掃 

イ 運転状況点検(異音振動の確認) 

（５）排気ファン  年１回（１９台） 

ア ファンの外観点検及び異音振動の確認 

イ 器具の簡易清掃・絶縁抵抗・運転データ(電圧、電流)の測定 

（６）増圧給水ポンプ  年１回（１台）※排水管清掃と一緒に実施 

ア ポンプの外観点検及び異音振動の確認 

イ 制御装置、安全装置、付属品の点検 

ウ 絶縁抵抗・運転データ(電圧、電流)の測定 

（７）給湯循環ポンプ  年１回（１台）※排水管清掃と一緒に実施 

ア ポンプの外観点検及び異音振動の確認 

イ 絶縁抵抗・運転データ(電圧、電流)の測定 

（８）排水ポンプ（排水管清掃と一緒に実施） 

ア 絶縁抵抗・運転データ(電圧、電流)の測定 

  イ 接続配管等の外観点検 

（９）給湯用膨張タンク  年１回 ※排水管清掃と一緒に実施 

（10）外観・機能点検 

ア 接続配管等の外観点検 



青南いきいきプラザ　空調/給排水　設備機器表

記号 設置場所 台数 形式 仕様（抜粋） 冷房ｋW 暖房ｋW

GHP

PAC-1-1 1階 サロン室 1 AXFP71MM (アイシン) 天井カセット形（4方向） 7.1 8.0

PAC-1-2 1階 管理事務室 1 AXFP56MM (アイシン) 天井カセット形（4方向） 5.6 6.3

PAC-1-3 1階 敬老室 4 AXFP36MM (アイシン) 天井カセット形（4方向） 3.6 4.0

PAC-1-4 1階 舞台 1 AXXP36CB (アイシン) 天井カセット形（1方向） 3.6 4.0

PAC-1-5 1階 男女脱衣室 2 AXXP22CB (アイシン) 天井カセット形（1方向） 2.2 2.5

PAC-1-6 1階 エントランス/廊下 2 AXSP71DA (アイシン) ビルトイン 7.1 8.0

PAC-2-1 2階 集会室(A・B・C） 6 AXFP45MM (アイシン) 天井カセット形（4方向） 4.5 5.0

PAC-2-2 2階 トレーニング室 2 AXFP28CB (アイシン) 天井カセット形（4方向） 2.8 3.2

PAC-2-3 2階 清掃員控室 1 AXAP28D (アイシン) 壁掛形 2.8 3.2

PAC-2-4 2階 EVホール/廊下 2 AXSP56DA (アイシン) ビルトイン 5.6 6.3

PAC-2-5 2階 集会室D 1 AXFP90MM (アイシン) 天井カセット形（4方向） 9.0 10.0

室外機（除外）

PAC-1 屋上 1 AWYEP560M1ZD (アイシン) ガスヒートポンプ式 リニューアル対応機 56.0 63.0

PAC-2 屋上 1 AWYEP560M1ZD (アイシン) ガスヒートポンプ式 リニューアル対応機 56.0 63.0

EHP

PAC-3 1階 屋外 1 RZRP112BF (ダイキン) 空冷ヒートポンプ式 更新用 10.0 11.2

PAC-3 2階 リラクゼーション室 2 FHCP56FA (ダイキン) 天井カセット形（4方向） 5.0 5.6

全熱交換形換気扇

HEX-1 1階 敬老室 2 LGH-N50RXW（三菱電機） 天吊埋込形 （24時間換気システム）

HEX-2 2階 集会室(A・B・C） 3 LGH-N35RXW（三菱電機） 天吊埋込形 （24時間換気システム）

HEX-3 1階 サロン室 2 LGH-N35RXW（三菱電機） 天吊埋込形 （24時間換気システム）

HEX-4 2階 リラクゼーション室 1 LGH-N25RXW（三菱電機） 天吊埋込形 （24時間換気システム）

HEX-5 1階 管理事務所 1 LGH-N25RXW（三菱電機） 天吊埋込形 （24時間換気システム）

2階 トレーニング室 1 LGH-N25RXW（三菱電機） 天吊埋込形 （24時間換気システム）

排気ファン

EF-1 2階 清掃員控室 1 VD-10ZLC13-S（三菱電機） 天井埋込形換気扇（低騒音形）（24時間換気機能付）

EF-2 1階 男子便所 1階 男女浴室 1 VD-20ZC13（三菱電機） 天井埋込形換気扇（低騒音形）

1階 男女浴室 2 VD-20ZC13（三菱電機） 天井埋込形換気扇（低騒音形）

EF-3 1階 女子便所 1 VD-18ZC13（三菱電機） 天井埋込形換気扇（低騒音形）

1階 備蓄庫 1 VD-18ZC13（三菱電機） 天井埋込形換気扇（低騒音形）

2階 男女トイレ 2 VD-18ZC13（三菱電機） 天井埋込形換気扇（低騒音形）

2階 倉庫3 1 VD-18ZC13（三菱電機） 天井埋込形換気扇（低騒音形）

EF-4 1階・2階　車椅子用トイレ 2 VD-17ZSC13（三菱電機） 天井埋込形換気扇（低騒音形）

EF-5 2階 倉庫1 1 VD-15ZC13（三菱電機） 天井埋込形換気扇（低騒音形）

EF-6 1階・2階　倉庫2 2 VD-10ZC13（三菱電機） 天井埋込形換気扇（低騒音形）

EF-7 1階・2階　湯沸室 2 VD-18Z13（三菱電機） 天井埋込形換気扇（台所用低騒音形）

EF-8 1階 管理事務室 1 V-507RHS-S（三菱電機） レンジフードファン（IH対応ブース形）

EF-9 1階 倉庫兼ポンプ室 1 EWF-25ASA2（三菱電機） 有圧換気扇（低騒音形）

EF-10 1階 倉庫3 1 EWF-25ASA2（三菱電機） 有圧換気扇（低騒音形）

ポンプ

PU-1 1階 倉庫兼ポンプ室 1 40PNAEM1.5（エバラ製作所） 増圧給水ユニット

PU-2 1階 倉庫兼ポンプ室 1 25LPS5.15SE（エバラ製作所） 給湯循環ポンプ

PU-3 1階 倉庫兼ポンプ室（ピット内） 2 50DWS　5.4SA（エバラ製作所） 排水ポンプ

給湯設備

EXT-1 1階 倉庫兼ポンプ室 1 ＨＭ－１（ホーコス） 膨張タンク 8L

除外機器

ＧＢ－１ 1階 倉庫兼ポンプ室 1 GQ-3210WZ-FF-3(ノーリツ） ガス給湯器（２台連結）

1階 倉庫兼ポンプ室 1 GQ-5011WZ-2(ノーリツ） ガス給湯器（３台連結）

１階 男女トイレ 4 ESW03TTX106D0（イトミック） 電気温水器 3L

２階 男女トイレ 4 ESW03TTX106D0（イトミック） 電気温水器 3L

1階・2階　車椅子用トイレ 2 ESW03TTX106D0（イトミック） 電気温水器 3L

1階・2階　湯沸室 2 ESD12CLX111D0（イトミック） 電気温水器 12L

１階 管理事務所 1 REKB12A12(TOTO) 電気温水器 12L

能力

200㎥/ｈ☓75pa

62.7kw～5.23kw

104kw～8.4kw

150㎥/ｈ☓30pa

100㎥/ｈ☓30pa

350㎥/ｈ☓180pa

300㎥/ｈ☓120pa

300㎥/ｈ☓160pa

250㎥/ｈ☓85pa

250㎥/ｈ☓50pa

200㎥/ｈ☓40pa

200㎥/ｈ☓40pa

200㎥/ｈ☓40pa

200㎥/ｈ☓75pa

50㎥/ｈ☓15pa

250㎥/ｈ☓50pa

200㎥/ｈ☓40pa

200L/m☓24m☓1.5kw

20L/m☓６３．７kpa☓０.15kw

150L/m/☓60pa☓0.4kw

50㎥/ｈ☓20pa

200㎥/ｈ☓40pa

200㎥/ｈ☓30pa

500㎥/ｈ☓50pa

150㎥/ｈ☓60pa



 

１５ スカイウェル保守点検仕様書（青山・赤坂・青南いきいきプラザ） 

 

１ 履行場所  青山いきいきプラザ  

赤坂いきいきプラザ  

青南いきいきプラザ  

 

２ 点検台数  ８台 

青山いきいきプラザ ４台 

赤坂いきいきプラザ ２台 

青南いきいきプラザ ２台 

 

３ 点検回数  年１回（10 月） 

 

４ 装置概要   

（１）メーカー  株式会社白寿生科学研究所 

（２）型式番号  SW9000H-pc（スカイウエル） 

 

５ 点検内容 

（１）本体前面パネル 

電源スイッチ・電圧計・タイマー・パイロットランプ等の作動確認 

（２）本体外周り 

   高圧出力端子・接続端子・ヒューズ等の点検 

（３）付属部品 

電源コード・高圧コード・通電布・椅子カバー等の点検 

（４）通電設備 

   通電台と高圧コード及び絶縁台との接続部等の点検 

（５）通電・絶縁状態 

（６）その他装置の性能を良好に維持させるとともに、電気の安全管理を保つために必要

な保守点検 

 

６ 緊急対応 

故障が発生した場合又は緊急事故が発生した場合は、直ちに修理そ他の適切な措置を

とるものとする。 

 

７ 部品交換 

定期点検及び故障等により、付属部品等の交換を要する場合の費用等は別途協議する。 

 

８ 提出書類 

定期点検完了後、施設長の確認を受け、報告書をいきいきプラザへ１部提出するもの

とする。 

 



９ そ の 他  

（１）本仕様書に記載のない事項又は疑義が生じた場合は、委託者と受託者で協議の上、

決定する。 

（２）「環境により良い自動車利用」について 

ア 本契約の履行に当たって自動車を使用し、又は利用する場合は、都 民の健康と

安全を確保する環境に関する条例（平成12年東京都条例第215号）の規定に基づき、

次の事項を遵守すること。 

①  ディーゼル車規制に適合する自動車であること。 

②  自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の

削減等に関する特別措置法（平成４年法律第７０号）の対策地域内で登録可能な

自動車利用に努めること。 

イ 低公害・低燃費な自動車利用に努めること。 

ウ 適合の確認のために、当該自動車の自動車検査証（車検証）、粒子状物質減少装

置装着証明書等の提示又は写しの提出を求められた場合には、速やかに提示し、又

は提出すること。 

エ 本契約の履行に当たって観光バスを使用する場合は、「観光バスの環境性能表示

に関するガイドライン（平成２１年３月２７日付改正２０環車規第８３７号）」に

規定する評価基準Ａランク以上の車両を供給すること。 

 



 

１６ 排水管清掃仕様書（青山・赤坂・青南いきいきプラザ） 

 

１ 履行場所 別紙のとおり 

 

２ 作業内容 

便器・風呂・事務室等の排水管を高圧洗浄水により、臭気・つまりがとれるまで洗浄

を行う。 

 

３ 注意事項  

（１）作業実施にあたっては、施設長と十分連絡をとり日程・時間等を調整すること。調

整した日程表は、点検日程表として主管課に１部提出すること。 

（２）清掃用機材及び材料等はすべて受託者の負担とする。なお光熱水費については、委

託者の負担とする。 

（３）受託者は、作業に従事する作業員の安全管理に注意すること。 

（４）作業中、建物及び付帯設備などに過失又は故意に損害損傷を与えた場合は、速やか

に施設長に報告し、受託者の負担において修理、現状復帰を行う。 

（５）施設長は、清掃作業の実施結果が本仕様書に適合しないと認めた場合は、やり直し

を命ずることができるものとする。この場合の費用は、受託者の負担とする。 

（６）作業終了後、報告書を施設に１部、主管課に１部提出すること。 

（７）本仕様書に定めの無い事項及び仕様書の解釈に疑義が生じた場合は、委託者と受託

者が協議の上、これを決定する。 

（８）環境により良い自動車利用について 

①本契約の履行に当たって自動車を使用し、又は利用する場合は、都民の健康と安全

を確保する環境に関する条例(平成１２年東京都条例第 215 号)の規定に基づき、次

の事項を遵守すること。 

  ア ディーゼル車規制に適合する自動車であること。 

  イ 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減

等に関する特別措置法(平成４年法律第 70 号)の対策地域内で登録可能な自動車利

用に努めること。 

②低公害・低燃費な自動車利用に努めること。 

③適合の確認のために、当該自動車の自動車検査証（車検証）、粒子状物質減少装置装

着証明書等の提示又は写しの提出を求められた場合には、速やかに提示し、又は提

出すること。 

④本契約の履行に当たって観光バスを使用する場合は、「観光バスの環境性能表示に

関するガイドライン(平成２１年３月２７日付改正２０環車規第 837 号)」に規定する

評価基準Ａランク以上の車両を供給すること。 



別紙 

青山いきいきプラザ排水管清掃箇所及び個数 単位：箇所

男女風呂場 浴槽  2 

洗い場 2 

洗面所 2 

床 2 

トイレ 男 小便器 9 

洋式トイレ 17 

身障者用 3 

オストメイト 1 

洗面所 22 

掃除用流し 3 

  給湯室 3 

  水屋 排水管（講習室Ａ） 1 

  外の水道の排水管 7 

  屋上の雨水排水管 18 

  外階段北側 3 

  講習室Ｂ 2 

  講習室Ｃ（調理室） 3 

  洗濯室 1 

体育館 シャワー室 7 

洗面所 5 

床 4 

  機械室 2 

  ボランティアコーナー 3 

  計 122 



別紙 

赤坂いきいきプラザ排水管清掃箇所及び箇所 単位：箇所

男女風呂場 浴槽  2 

洗い場 2 

洗面所 2 

床   

トイレ 男 小便器 3 

洋式トイレ 7 

身障者用 3 

洗面所 5 

掃除用流し 2 

床   

  給湯室 2 

  外の水道の排水管(屋上含む） 4 

  事務室   

  １階洗濯室 1 

  集会室 A（流し台） 2 

  健康トレーニング室   

  清掃控室 1 

  ３階ミーティングルーム洗面所 1 

  オストメイト 1 

  計 38 



別紙 

青南いきいきプラザ排水管清掃箇所及び個数 単位：箇所

男女風呂場 浴槽  2 

洗い場 2 

洗面所 2 

床   

トイレ 男 小便器 2 

洋式トイレ 8 

身障者用 2 

洗面所 4 

掃除用流し 2 

床 2 

  給湯室 2 

  水屋 排水管 1 

  外の水道の排水管(屋上含む） 1 

  ベランダ   

  事務室 2 

  リラクゼーションルーム 1 

  集会室 A   

  集会室 B   

  集会室 C（流し台）   

  集会室 D   

  健康トレーニング室 1 

  健康相談室   

  機械室 1 

  清掃控室   

  オストメイト 1 

  計 36 



 

１７ 消防設備保守点検仕様書（青山・赤坂・青南いきいきプラザ） 

 

１ 履行場所   青山いきいきプラザ 

         赤坂いきいきプラザ 

         青南いきいきプラザ 

 

２ 仕 様     

本点検は、消防法第１７条の３の３及び、消防法施行規則第３１条の４、その他関係

法令に定められた消防用設備の各種点検を消防法等関係法規に定められた点検基準によ

り実施すること。 

 

３ 点検回数及び実施時期 

（１）機器点検          年１回 ７月 

（２）総合点検（機器点検を含む） 年１回（青山：１月、青南：３月、赤坂：３月） 

※各点検の点検対象物は、別紙「点検設備一覧」のとおり。 

 

４ 作業を実施するにあたっての注意事項 

（１）作業開始前に、館長と十分連絡を取り、日程等を調整すること。 

（２）作業は、館長と協議のうえ、いきいきプラザ運営に支障のないよう実施すること。 

（３）契約内容等に疑義が生じた場合は、委託者と受託者が協議のうえ、これを定めるも

のとする。 

（４）館長は、委託業務の履行にあたり、契約書及び仕様書に適合しないと認          

めたときは、その業務の内容の変更または、作業の手直しを命じることができるもの

とする。 

（５）点検終了は、館長の確認を受け、点検結果報告書を館長へ２部、担当課へ１部提出するこ

と。なお、不良箇所は写真を添付すること。 

（６）本契約の履行にあたって自動車を使用し、又は使用させる場合は、「都民の健康と安

全を確保する環境に関する条例」に規定する、ディーゼル車規制 に適合する自動車

とすること。 

 

５ 受託者の責務    

（１）受託者は常に善良なる管理者の注意をもって、業務に努めるものとし、良好な環境

衛生の維持と設備の保全に努め、安全管理の万全を期すこと。 

（２）受託者は、業務従事者が施設内に立ち入る際には受託者の定める制服・腕章等を着



用し、名札をつけること。 

（３）関係法令等を遵守し、その適用及び運用は受託者の責任において適切に行うこと。 

（４）業務上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。契約の解除及び期間満了後に

おいても同様とする。 



別紙

自動火災報知設備 青山いきいきプラザ 赤坂いきいきプラザ 青南いきいきプラザ

受信機 1 1 1

感知機 差動式 2 38 26

定温式 10 22 7

煙（光電）式 63　NG62 7 5

発信機 6 3 3

地区音響装置 6 3 3

常用電源 1 1 1

予備・非常電源 1 1 1

防火設備 青山いきいきプラザ 赤坂いきいきプラザ 青南いきいきプラザ

防火扉 5 4 0

ラッチ 5 4 0

シャッター 0 1 0

非常警報設備 青山いきいきプラザ 赤坂いきいきプラザ 青南いきいきプラザ

増幅器 ―
ＴＯＡ
　ＦＳ991-1210

―

消火栓設備 青山いきいきプラザ 赤坂いきいきプラザ 青南いきいきプラザ

消火栓 6 ― ―

移動式粉末消火設備 1

ポンプ
エバラ
60MDFU3-57.5

― ―

電動機
東芝
IKK-FCKLW21

― ―

誘導灯設備 青山いきいきプラザ 赤坂いきいきプラザ 青南いきいきプラザ

非難口誘導灯 9 10 5

通路誘導灯 4 3 0

誘導灯信号装置 ― ― 1

点検設備一覧



別紙

名称 住所 電話
粉末
5型

粉末
10型

粉末
20型

強化液
2型

強化液
3Ｌ型

合計 備考

青山いきいきプラザ 南青山2-16-5 3403-2011 1 14 1 8 1 25

赤坂いきいきプラザ 赤坂6-4-8 3583-1207 2 5 0 2 1 10

青南いきいきプラザ 南青山4-10-1 3423-4920 2 6 0 5 0 13

5 25 1 15 2 483館合計

令和７年度　消火器点検一覧



 

１８ 自家用電気工作物保守点検仕様書（青山・青南いきいきプラザ） 

 

１ 契約電力 

施設名 受電電圧 設備容量 

港区立青山いきいきプラザ 6600V 175  kVA 

港区立青南いきいきプラザ 6600V 105  kVA 

 

２ 内  容 

（１）月次点検 

隔月１回（２ヶ月周期）の頻度で実施するもので、停電を伴わないで行う点検を実

施。（青山…奇数月、青南…偶数月） 

（２）年次点検 

１年に１回の周期で実施するもので、月次点検に加え原則として施設を停電させて

行なう点検・測定及び試験。（清掃を含む）青山…１１月、青南…1月 

（３）臨時点検 

事故・災害等が発生した場合、又は発生のおそれがある場合など必要に応じて実施

する点検。 

（４）工事中の点検 

自家用電気工作物の設置又は変更等工事期間中に実施する点検。なお、工事が完了

した場合は、自家用電気工作物の検査を実施し、保安上支障のないことを確認する。 

（５）プール設備の点検 

プール設備がある施設については、プールの使用開始前にプール電気設備の絶縁抵

抗測定、漏電遮断器の機能試験等を実施する。 

（６）その他 

  ① 適用法令及び経済産業局への申請、届出等 

    契約の履行にあたっては、次の関係法令等に基づいて業務を行なうものとする。 

    ア 電気事業法 

    イ 大気汚染防止法 

    ウ 消防法 

    エ 労働安全衛生法 

② 経済産業局への申請、届出等 

ア 契約の履行上必要な所管の地方経済産業局への申請・届出等の諸手続きは、

港区の要請を受けて、受託者は速やかに行なうこと。 

イ 前項の申請に係る承認が得られない場合又は契約期間内に承認が取り消され

た場合は、港区は本契約を解除できるものとする。 

  ③ 測定器具 

    受託者が使用する保護器具は、６ヶ月毎に校正試験を実施することとし、試験記

録は港区の求めに応じて開示すること 

  ④ 安全用具 

    受託者が使用する保護具等の安全用具は、６ヶ月毎に自主検査を実施し、絶縁性

能を維持していることを確認し、検査記録は港区の求めに応じて開示すること。 



⑤ 電気事故に対する措置 

    自家用電気工作物について、事故その他異常が発生し又は発生するおそれがある

場合においては、応急措置を講じるとともに、原因を調査し、港区に対し事故の再

発防止のためにとるべき措置について指導又は助言をするほか、必要に応じて「臨

時点検」を行なうこと。 

⑥ 電気事故等における対応及び体制 

ア 受託者は、各施設と常時連絡がとれる体制を確保すること。 

イ 受託者は、連絡を受けてから１時間以内で当該施設へ到着出来る体制になって

いること。 

ウ 受託者は、風水害・雷害等の被害が予測される場合には、迅速な対応がとれる

体制を確保すること。 

（７）絶縁監視装置の設置 

① 各施設には、原則として適合する絶縁監視装置を設置し、低圧使用設備全般につ

いて常時絶縁状態を監視すること。 

② 絶縁監視装置から警報が発せられた場合には、当該施設の連絡責任者に連絡し、

自家用電気工作物の状態を確かめるとともに、必要に応じて速やかに対応すること。 

（８）点検結果の報告 

① 各施設への報告 

点検結果を点検後速やかに報告すること。 

ア 月次・年次点検報告書及び設備の不良箇所一覧表（※）（点検翌月１５日まで） 

     ただし、点検において異常が発見された施設のうち、緊急を要する事項につい

ては、速やかに報告すること。 

※一覧表は、不良設備のあった施設名、不良設備場所と不良機器名称及び不良

内容（不良内容については電気設備技術基 準に適合しない事項とその他の不

良事項とに整理する）の項目を設けること。また、不良箇所については写真を

添付すること。 

   イ 年次点検の年間実施予定月（契約締結後速やかに提出すること） 

   ウ 事故・災害時の臨時点検の対応報告（点検翌日１５日まで） 

   エ 変圧器等のＰＣＢ（微量ＰＣＢ混入の可能性が否定できない機器を含む）混入

機器リスト（年度末） 

（９）電気保安講習会の開催 

①要請に応じて、各施設の職員に対して電気安全に関する講習会を行なうこと。 

②講習会は電気安全のほか、電気事業法の改正内容等を含むこと。  

 

３ 受託者の責務 

（１）受託者の責務において、区民・業務関係者等に対する安全対策に万全を期し、事故

防止に関する必要な措置を講じること。 

（２）受託者は常に善良なる管理者の注意をもって業務を遂行し、業務の進捗状況につい

て確認のうえ適宜報告すること。 

（３）関係法令等を遵守し、その適用及び運用は受託者の責任において適切に行うこと。 

（４）業務上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。契約の解除及び期間満了後に

おいても同様とする。       



４ その他 

（１）作業前に施設長と十分連絡を取り、日程等を調整すること。 

（２）作業は、施設長と協議のうえ、施設運営に支障のないよう実施すること。 

（３）契約内容等に疑義が生じた場合は、委託者と受託者が協議のうえ、これを定める。 

（４）業務の遂行に関し発生した損害は、受託者が負担するものとする。ただし、その損

害の発生が委託者の責に帰すべき事由による場合は、この限りではない。 

（５）作業中の安全には十分注意すること。 

（６）本契約の履行にあたって自動車を使用し、又は使用させる場合は、「都民の健康と安

全を確保する環境に関する条例」に規定する、ディーゼル車規制に適合する自動車と

すること。 



 

１９ 一般用電気工作物保守点検仕様書（赤坂いきいきプラザ） 

 

１ 業務内容 

（１）月次点検 毎月１回 

（２）年次点検 年１回（１月実施） 

（３）事故応動 

（４）その他、保安上必要な業務 

 

２ 提出書類    

保守業務が完了したときは、施設長の確認を受け、点検成績書を１部提出するものと

する。 

 

３ 受託者の責務 

（１）受託者の責務において、区民・業務関係者等に対する安全対策に万全を期し、事

故防止に関する必要な措置を講じること 

（２）関係法令等を遵守し、その適用及び運用は受託者の責任において適切に行うこと。 

（３）業務上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。契約の解 除及び期間満了後

においても同様とする。       

 

４ その他     

（１）作業前に施設長と十分連絡を取り、日程等を調整すること。 

（２）作業は、施設長と協議のうえ、施設運営に支障のないよう実施すること。 

（３）契約内容等に疑義が生じた場合は、委託者と受託者が協議のうえ、これを定める

（４）業務の遂行に関し発生した損害は、受託者が負担するものとする。 ただし、そ 

の損害の発生が委託者の責に帰すべき事由による場合は、この限りではない。 

（５）作業中の安全には十分注意すること。 

（６）本契約の履行にあたって自動車を使用し、又は使用させる場合は、「都民の健康と

安全を確保する環境に関する条例」に規定する、ディーゼル車規制に適合する自動

車とすること。 



２０ ガスヒートポンプ保守点検業務委託 仕様書 

 

１ 件  名  ガスヒートポンプ保守点検業務委託 

 

２ 目  的 

受託者は、委託者の設置したガスヒートポンプ室外機本体及び室内機（以下「対象 

設備機器」という）を安全、かつ効率的に使用できる状態に維持することを目的とす

る。 

 

３ 履行場所 

（１）青山いきいきプラザ 

（２）赤坂いきいきプラザ 

（３）青南いきいきプラザ 

 

４ 履行期間  令和９年４月１日から令和 10 年３月 31 日まで 

 

５ 対象設備機器    

別紙６「ガスヒートポンプ保守点検業務委託 対象設備機器一覧」のとおり 

 

６ メンテナンス業務 

（１）メンテナンス業務対象範囲 

本仕様書に基づくメンテナンス業務（点検・整備及び故障修理）の対象範囲は、対

象設備リストに記載された対象機器の室外機本体およびそれに接続されている室内

機本体、標準リモコン、自立ボックスならびに遠隔監視アダプターとする。 

次の項目は、メンテナンス業務の範囲外とする。 

ア 配管、配線およびダクト等 

イ 別紙５「メンテナンス業務の範囲外となるメーカー指定オプション品」に例示 

されるメーカー指定オプション品 

ウ 委託者が受託者の承認を得ずに移設または増設された設備機器 

エ 受託者の承認を得ずに改造された、または受託者指定外の部品・部材等が使用

された機器 

オ 当社所定の期限を超過した室内機および標準リモコン 

カ 電源切替の機能を有する設備およびその二次側に接続された機器のうち室内機

と標準リモコンを除く機器 

キ ガスヒートポンプチラーに接続された室内機 

ク 室外機に接続されたエアハンドリングユニット 

（２）業務内容 

ア 点検・整備 

①点検整備の実施内容について 

対象リスト「設置 15 年保証タイプ」に記載されている場合 



（i）対象設備機器の設置から１4 年が経過する前に開始された契約において、対

象設備機器について契約期間内に 1 回、別紙１「メンテナンス業務作業項目」

毎年点検に記載された内容で点検整備を実施する。また、上記の点検整備のほ

か、（a）（b）に記載の通り点検整備を行う。 

(a) 対象設備機器の設置から 13 年経過まで、対象設備機器の運転時間が設置

後または前回点検実施からメンテナンスインターバル（運転時間１万時

間又は８年）を経過した場合は、別紙３「メンテナンス業務作業項目」の

定期点検①及び定期点検②に記載された内容で点検整備・部品交換を実

施する。 

(b) 対象設備機器設置後 14 年目に、対象設備機器の運転時間が設置後または

前回点検実施からメンテナンスインターバル（運転時間１万時間又は８

年）を経過した場合は、別紙３「メンテナンス業務作業項目」の機能維持

点検を行う。 

（ⅱ）対象設備機器の設置から 15 年目以降は、別紙３「メンテナンス業務作業項

目」の機能維持点検を毎年行う。 

（ⅲ）上記の点検時期、内容に関わらず、自立運転用バッテリー搭載機器の場合  

は、受託者の定めた交換間隔での自立運転用バッテリー本体交換を行う。 

対象リスト「設置 15 年継続タイプ」に記載されている場合 

対象設備機器について契約期間内に 1 回、別紙２「メンテナンス業務作業項目」

毎年点検に記載された内容で点検整備を実施する。上記の点検整備のほか、対象

設備機器の運転時間が設置後または前回点検実施からメンテナンスインターバ

ル（運転時間１万時間又は 5～6年）を経過した場合は別紙４ 「メンテナンス業

務作業項目」の定期点検①及び定期点検②に記載された内容で点検整備・部品交

換を実施する。自立運転用バッテリー搭載機器の場合は、受託者の定めた交換間

隔での自立運転用バッテリー本体交換を行う。 

② 点検日時について、施設管理者と打ち合わせを行い実施する。 

③ 点検整備・部品交換に要した費用は、本契約に含まれる。ただし、点検整備作   

業に関し、付帯工事を行う場合、当該工事にかかる費用は含まれない。 

イ 故障修理 

① 対象設備機器に故障が生じた場合、履行場所に行き、故障修理を行う。 

② 故障修理保証について 

故障修理に要した費用のうち、点検料、技術料及び部品費は本契約に含まれる 

ものとする。 

ただし、故障修理作業に関し付帯工事を伴う場合、当該工事にかかる費用は含

まれない。また、オーバーホールに要する作業費、部品費や、室外機の運転時間

が契約運転時間（別紙６「ガスヒートポンプ保守点検業務委託 対象設備機器一

覧」参照）を超過後に発生した故障修理の部品・部材代については別途有償とす

る。 

なお、対象設備リスト「設置 15 年保証タイプ」に記載されている場合は、室

外機の設置から 15 年が経過した以降に開始した契約期間中に発生した故障修理



の部品・部材代に関しても別途有償とする。 

③ ガスヒートポンプメンテナンス業務で、補修部品の保有期間超過後の欠品等に

より、リビルト（再生）部品またはリユース（再使用）部品を使用する場合があ

る。 

ウ 上記（２）にかかわらず、次の故障修理は本契約の対象外とする。 

① 委託者の不注意、故意もしくは不適当な取り扱いにより生じた故障の修理 

② 音、振動、塗装の変色、錆等外観上の軽微な損害等、空調機能に影響がない故

障の修理 

③ 補修部品の保有期限超過後の欠品等による修理不可能な故障の修理 

④ 受託者または受託者の承認した者以外が修理したことによる故障の修理 

⑤ 室外機の熱交換器フィン及び室内機の熱交換器フィン、フィルター、ドレンパ

ン・ドレンポンプ・ドレンホースおよびドレン配管の汚れや詰まりにより生じた

故障の修理 

⑥ 施工に起因する故障の修理 

エ 遠隔監視業務 

受託者は、「遠隔監視業務」として、通信回線を通じた対象機器運転データの定

期的な受信、異常発報時の異常内容の確認、その際、必要に応じて指定連絡先への

電話連絡を行う。ただし、遠隔監視アダプターが設置・接続されていない、もしく

は、設置・接続されていても通信が出来ない状態にある機器は遠隔監視業務の対象

外とする。  

遠隔監視業務にかかる受託者所有のモバイル端末の設置撤去費用および通信費

用は、受託者が負担する。 

（３）業務の運営 

委託者は、作業（点検整備ならびに修理）が安全かつ円滑に行われるように、受託

者に対して次のとおり協力するものとする。 

ア 作業に要する電気、水道、ガス、その他の費用は委託者の負担とする。 

イ 作業時には、必要な範囲で、受託者が委託者の敷地内、建物内に立ち入る事を承

認する。 

ウ 当社営業時間は、日曜・祝祭日及び 1月 2日、同 3日を除く平日午前 9時～午後

6時までとし営業時間外の作業を行う場合は割増料金をいただく。 

エ 委託者は、対象設備機器の移転、廃棄、使用中止または変更する場合、事前に連

絡をする。 

（４）緊急時の対応 

故障が発生した場合は、受託者が速やかに技術者を派遣し、本仕様書６－２．（業務

内容）の定めるところにより、故障修理等必要な措置を行うこと。 

（５）不担保事項 

  受託者は、メンテナンス業務に起因する対象機器の故障等により発生した損害のう

ち、営業補償等の二次災害についての補償は担保しない。 

（６）免責事項 

  次の場合、受託者はメンテナンス業務の履行を免れるものとし、それにより委託者



が損害を被られても受託者は一切の責任を負わない。 

ア 補修部品の保有期限超過後の欠品や部品調達先の倒産等により、メンテナンス 

業務の実施が不可能な場合 

イ 地震、落雷、台風、噴火、洪水、津波、大雪等の天災や火災、停電、異常電圧、

戦争、動乱、騒乱、労働争議等の不可抗力により、メンテナンス業務の実施が困難

な場合 

ウ 委託者から６－３．の協力が得られない場合 

エ その他、受託者の責めに帰すべき事由によらずメンテナンス業務が履行できない

場合 

（７）その他 

ア 本仕様書に定めがない事項及び作業の実施にあたって疑義が生じた場合は、委 

託者と受託者が協議してこれを定めるものとする。 

イ 本仕様書に定められた内容と委託者が定める標準約款等の内容とが異なる場合

は、本仕様書に定められた内容を優先するものとする。 

ウ 委託者及び受託者は、業務の履行により直接又は間接に知り得た相手方の情報を

第三者に開示し、漏らしてはならない。契約期間満了後も同様とする。  

７ 保守点検業務の対象外 

室外機の熱交換フィン及び室内機のフィルター点検、熱交換器フィン、フィルター、

ドレンパン・ドレンポンプ・ドレンホースおよびドレン配管の清掃・洗浄、リモコン機

能の確認、異音・振動の確認、外観確認、吹き出し口の温度確認 

８ 報告書の提出 

受託者は、保守点検業務終了後、委託者の確認を受け点検報告書に捺印をもらうこと。 

９ 再委託 

受託者は、受託者が承認した者に業務を委託することができる。 



 別紙１  

対象設備リスト「設置 15 年保証タイプ」記載：メンテナンス業務作業項目 

 

毎年点検 

№ 保守点検作業項目 № 保守点検作業項目 

1 エンジンオイルの点検 8 室外機の異常音・振動の点検 

2 冷却水量の点検 9 室外機の外観確認 

3 エンジンのかかり具合･異音点検 10 
ガスコックからガス電磁弁接続間のガスもれ

点検 

4 コンプレッサーの冷媒漏れ点検 11 ガス電磁弁本体と接続部のガスもれ点検 

5 冷却水ホースの点検 12 
ゼロガバナー本体と接続部のガスもれ点検（開

放口） 

6 排気ガスホース点検 13 
ゼロガバナーからミキサー接続間のガスもれ

点検 

7 運転データの確認 ― ― 

※点検項目は機器により変更になる場合がございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 別紙２  

対象設備リスト「設置 15 年継続タイプ」：メンテナンス業務作業項目 

 

毎年点検 

№ 保守点検作業項目 № 保守点検作業項目 

1 エンジンオイルの点検 9 リモコン機能の確認 

2 冷却水量の点検 10 冷房・暖房能力の確認 

3 エンジンのかかり具合･異音点検 11 室外機の異常音・振動の点検 

4 コンプレッサーの冷媒漏れ点検 12 室外機・室内機の外観確認 

5 冷却水ホースの点検 13 
ガスコックからガス電磁弁接続間のガスもれ

点検 

6 排気ガスホース点検 14 ガス電磁弁本体と接続部のガスもれ点検 

7 室内機フィルターの点検 15 
ゼロガバナー本体と接続部のガスもれ点検（開

放口） 

8 室内機の異常音・振動の点検 16 
ゼロガバナーからミキサー接続間のガスもれ

点検 

※点検項目は機器により変更になる場合がございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 別紙３  

対象設備リスト「設置 15 年保証タイプ」記載：メンテナンス業務作業項目 

 

定期点検①（全機器共通の点検項目） 

№ 作業項目 № 作業項目 

1 エンジンオイルの点検・補給 10 排気ガスホースの点検 

2 オイルフィルターの交換 11 運転データの確認 

3 エアエレメントの交換 12 排気ドレンフィルター充填石の交換 

4 スパークプラグの交換 13 室外機の異常音・振動の点検 

5 冷却水量の点検・補給 14 室外機の外観確認 

6 エンジンのかかり具合･異音点検 15 
ガスコックからガス電磁弁接続間のガスも

れ点検 

7 エンジン圧縮圧力の点検 16 ガス電磁弁本体と接続部のガスもれ点検 

8 コンプレッサーの冷媒漏れ点検 17 
ゼロガバナー本体と接続部のガスもれ点検

（開放口） 

9 冷却水ホースの点検 18 
ゼロガバナーからミキサー接続間のガスも

れ点検 

 

定期点検②（製造メーカー・型式に応じて追加する代表的な点検項目） 

№ 作業項目 № 作業項目 

Ａ コンプレッサーベルト点検・交換 Ｆ 室内機ファン駆動Ｖベルト点検・交換 

Ｂ 発電機駆動用ベルト点検・交換 Ｇ 換気フィルター点検・交換 

Ｃ バッテリー点検・交換 Ｈ ブローバイフィルター点検・交換 

Ｄ バルブクリアランス点検調整 Ｉ ミキサー・バルブシート洗浄 

Ｅ ディストリビュータの点検 ― ― 

 

機能維持点検（全機器共通の点検項目） 

№ 作業項目 № 作業項目 

1 エンジンオイル量点検 7 
ガスコックからガス電磁弁接続間のガスも

れ点検 

2 スパークプラグの点検 8 ガス電磁弁本体と接続部のガスもれ点検 

3 エンジンのかかり具合･異音点検 9 
ゼロガバナー本体と接続部のガスもれ点検

（開放口） 

4 スパークプラグ交換※１ 10 
ゼロガバナーからミキサー接続間のガスも

れ点検 



5 エンジンオイル補充 11 室外機外観確認 

6 コンプレッサーの冷媒漏れ点検 12 冷媒圧力温度データ確認※２ 

※１ 前回交換時期から１万時間もしくは 8年経過を目安に実施 

※２ フロン漏えい点検サービスに加入している機器のみ実施 

  



 別紙４  

対象設備リスト「設置 15 年継続タイプ」：メンテナンス業務作業項目 

 

定期点検①（全機器共通の点検項目） 

№ 作業項目 № 作業項目 

1 エンジンオイルの点検・補給 12 室内機の異常音・振動の点検 

2 オイルフィルターの交換 13 リモコン機能の確認 

3 エアエレメントの交換 14 冷房・暖房能力の確認（温度測定） 

4 スパークプラグの交換 15 排気ドレンフィルター充填石の交換 

5 冷却水量の点検・補給 16 室外機の異常音・振動の点検 

6 エンジンのかかり具合･異音点検 17 室外機・室内機の外観確認 

7 エンジン圧縮圧力の点検 18 
ガスコックからガス電磁弁接続間のガスも

れ点検 

8 コンプレッサーの冷媒漏れ点検 19 ガス電磁弁本体と接続部のガスもれ点検 

9 冷却水ホースの点検 20 
ゼロガバナー本体と接続部のガスもれ点検

（開放口） 

10 排気ガスホースの点検 21 
ゼロガバナーからミキサー接続間のガスも

れ点検 

11 室内機フィルターの点検 ― ― 

 

定期点検②（製造メーカー・型式に応じて追加する代表的な点検項目） 

№ 作業項目 № 作業項目 

Ａ コンプレッサーベルト点検・交換 Ｆ 室内機ファン駆動Ｖベルト点検・交換 

Ｂ 発電機駆動用ベルト点検・交換 Ｇ 換気フィルター点検・交換 

Ｃ バッテリー点検・交換 Ｈ ブローバイフィルター点検・交換 

Ｄ バルブクリアランス点検調整 Ｉ ミキサー・バルブシート洗浄 

Ｅ ディストリビュータの点検 ― ― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 別紙５  

メンテナンス業務の範囲外となるメーカー指定オプション品 

 

1 ドレンアップキット（外付けまたは天井吊形設置品） 

2 フィルター清掃機能付きパネル（専用リモコンを含む） 

3 加湿器およびエレメント 

4 拡張アダプター 

5 集中リモコン（複数室内機の個別制御が可能なもの） 

6 風向変更板 

7 料金按分システム 

8 室外機熱交換器冷却補助装置（スカイエネカット、エコクーリングマット等） 

9 高性能・中性能フィルター 

10 室外機排気延長キットおよび排気筒 

11 電気集塵機・エレメント（室内機の脱臭ユニットを含む） 

12 給気カバー（室外機） 

13 空気清浄ユニット・エレメント 

14 自動昇降パネルおよび自動昇降装置（モーター、専用リモコンを含む） 

15 自立切替盤 

16 自立用リモコン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙６ ガスヒートポンプ保守点検業務委託 対象設備機器一覧

Ｎｏ． 施設名称
システム

番号
メーカー型式名 製造番号 能力（KW) 試運転日 契約種別 契約運転時間

フロン法
定期点検

1 港区立青山いきいきプラザ 03 ＡＸＹＧＰ７１０Ｆ２ＺＤ 00100144 71 20171129 設置15年継続タイプ毎年コース 50000 対象

2 港区立青山いきいきプラザ 04 ＡＸＹＧＰ７１０Ｆ２ＺＤ 00100143 71 20171129 設置15年継続タイプ毎年コース 50000 対象

3 港区立青山いきいきプラザ 05 ＡＷＧＰ７１０Ｇ２ＺＤ 00100133 71 20210225 設置15年継続タイプ毎年コース 50000 対象

4 港区立赤坂いきいきプラザ 03 ＧＣＣＲＰ５６０２ＭＡ２ AB8200028DG 56 20201203 設置15年継続タイプ毎年コース 30000 対象

5 港区立赤坂いきいきプラザ 04 ＧＣＣＲＰ５６０２ＭＡ２ AB8200029DG 56 20201203 設置15年継続タイプ毎年コース 30000 対象

6 港区立青南いきいきプラザ 03 ＡＷＹＧＰ５６０Ｇ１ＺＤ 00101822 56 20221112 設置15年保証タイプ毎年コース 50000 対象

7 港区立青南いきいきプラザ 04 ＡＷＹＧＰ５６０Ｇ１ＺＤ 00101821 56 20221112 設置15年保証タイプ毎年コース 50000 対象



 

２１ ウォータークーラー水質検査仕様書（青山・青南いきいきプラザ） 

 

１ 実施回数  年１回（９月） 

        青山３箇所 

        青南１箇所 

 

２ 作業内容  化学試験、細菌試験 

 

３ 検査項目 

 検査項目 

１ 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 

２ 塩化物イオン 

３ 有機物（全有機体炭素(TOC)の量） 

４ 一般細菌数 

５ 大腸菌 

６ ｐＨ値 

７ 臭気 

８ 味 

９ 色度 

１０ 濁度 

１１ 亜硝酸態窒素 

 

４ そ の 他 

（１）作業は、施設長と協議のうえ、いきいきプラザ運営に支障がないよう実施すること。 

（２）契約内容に疑義が生じた場合は、委託者と受託者が協議の上、これを定める。 

（３）施設長は、委託業務の履行にあたり、仕様書に適合しないと認めたときは、その業

務内容の変更又は作業の手直しを命じることができる。 

（４）点検終了後は、施設長の確認を受けたのち１部提出すること。 

（５）本契約の履行にあたって自動車を使用し、又は使用させる場合は、「都民の健康と安

全を確保する環境に関する条例」に規定する、ディーゼル車規制に適合する自動車と

すること。 

（６）業務の遂行に関し発生した損害は、受託者が負担するものとする。ただし、その損

害が委託者の責に帰すべき事由による場合は、この限りではない。 



 

２２ 青山いきいきプラザエレベーター保守点検仕様書 

 

１ 装置概要  

（１）メーカー  三菱電機ソリューションズ 機械式レス型 エレベーター 

（２）台  数  １台 

（３）付加仕様    地震時管制運転装置、停電時自動着床装置 

                  火災時管制運転装置 遮煙乗場ドア 

         車椅子・視覚障害者対応仕様、防犯カメラ付 

         地震時のエレベーター自動診断及び復旧 

（４）形  式  Ｐ１１-Ｃ０-６０ 型 

（５）定  員  １１名 

（６）停止箇所  ４箇所（地下２階～地上２階） 

    

２ 点検回数 

２４時間対応の遠隔監視装置付 

    エレベーターを止めての作業は３ヶ月に１回実施。うち、法定点検が１回（１２月） 

 

３ 保守点検内容 

下記項目について、定期的に点検・給油・調整を入念に実施し、常に安全な状態にあ

るようにする。 

（１）かご室関係 

かご走行状態、外部への連絡装置、停電灯装置、かご内装・照明 

かご操作盤・表示ランプ、かごの戸・敷居、戸閉め安全装置 

（２）かごの上 

かご上環境、ガイドローラー、シュー、戸の開閉装置 

（３）乗場関係 

      戸の開閉状態、乗場の戸・敷居、乗場釦・表示ラン 

（４）昇降路関係 

塔内環境、制御盤・受電盤、電動機・巻上機、ブレーキ、主ロープ（メインロープ）

ガイドレール、ドアインターロックスイッチ、リミットスイッチ、非常止装置、移動

ケーブル、緩衝器 

（５）その他安全運転を確保するために必要な保守点検 

 

４ 故障発生 

故障が発生したときあるいは事故が発生した場合は、いつでも速やかに適切な処置を

取るものとする。 

 

５ 消耗部品 

  次の消耗部品は受託者負担とする。 



ヒューズ類、ランプ類、（発光ダイオード除く）、補充用油脂類一切、（マシン油グリー

ス類）、ウエス 

 

６ その他 

（１）作業を開始する前に施設長と連絡を取り、施設運営に支障のないように十分協議の

上、日程等を決定すること。 

（２）作業中を安全管理には特に留意すること。なお、受託者の責による作業中の事故に

ついて区は一切の責任を負わない。 

（３）作業が完了したときは、施設長の確認を受け、報告書をいきいきプラザに１部提出

すること。 

（４）本仕様書に疑義が生じたときは、委託者と受託者が協議のうえ、これを定めるもの

とする。 

（５）契約の履行に際しては、低公害車による配送等に努力すること。また、ディーゼル

車を使用する場合は、「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例他、各県条例」

の規則に適合する自動車であること。 



 
２２－２ 青山いきいきプラザ昇降機設備維持保全業務特記仕様書 

 

１ 業務内容   

昇降機が常に安全な状態で運行するよう、契約書・特記仕様書・昇降機維持保

全業務標準仕様書（令和２年４月港区）に基づき維持保全業務を行う。 

 

２ 特記事項  維持保全業務を行う昇降機設備は、下記のとおりとする。 

（１）維持保全業務を行う昇降機設備について、下記内容を記載してください。 

竣工年月 
着床階 

(停止階) 
用途 

定員 

(人) 

積載量 

(kg) 
付加装置 

H19 年３月 ４(B2－2) 乗 用 １１ 
750 

 

地震時完成運転

装置 

(EER-P) 

停電時自動着床

装置 

(MELD) 

火災時完成運転

装置 

(FER) 

遮煙ドア(4 階

床) 

オートアナウン

ス装置 

(AAN) 

自動診断・仮復

旧機能 

(ELE-Quick) 

速度 

(m/min) 
形式 制御方式 駆動方式 台数 

45 VFGL-J 交流インバーター 
機械室レ

ス 
      1 

（２）その他メーカーが要望する点検項目・点検内容・点検周期等の特記事項を

記載してください。 

※ 本保守仕様書は、点検契約(POG)契約とする。 

※ 本昇降機は、遠隔点検及び遠隔監視が可能な昇降機であり、点検項目・点検 

内容等は、別紙 23-3「基本サービス仕様書」、「防犯カメラ録画サービス仕

様書」に記載の通りとする。 

※ 「遠隔閉込め救出」に必要な、かご内カメラを設置致します。 

※ 安全向上を図る為、かご内カメラ映像を録画するデジタルレコーダーをかご 

上に設置致します。 



 

２３ エレベーター保守点検委託（赤坂いきいきプラザ）仕様書 

 

１ 装置概要  

（１）メーカー  日立製 小規模建物用小型エレベーター 

（２）台  数  １台 

（３）付加仕様    地震時管制運転装置、停電時自動着床装置、火災時管制運転装置  

（４）形  式  Ｋ３Ｋ－２Ｃ－２０，３ｓｔｏｐｓ 

（５）定  員  ３名 

（６）停止箇所  ３箇所（１階～3階） 

    

２ 点検回数   

２４時間対応の監視装置付。エレベーターを止めての作業は３か月に１回実施。 

うち、法定点検が１回（１２月） 

 

３ 保守点検内容 

下記項目について、定期的に点検・給油・調整を入念に行ない、常に安全な状態にあ

るようにする。 

（１）かご室関係 

かご走行状態、外部への連絡装置、停電灯装置、かご内装・照明 

かご操作盤・表示ランプ、かごの戸・敷居、戸閉め安全装置 

（２）かごの上 

かご上環境、ガイドローラー、シュー、戸の開閉装置 

（３）乗場関係 

    戸の開閉状態、乗場の戸・敷居、乗場釦・表示ラン 

（４）昇降路関係 

塔内環境、制御盤・受電盤、電動機・巻上機、ブレーキ、主ロープ（メインロープ）

ガイドレール、ドアインターロックスイッチ、リミットスイッチ、非常止装置、移動

ケーブル、緩衝器 

（５）その他安全運転を確保するために必要な保守点検 

 

４ 故障発生 

  故障が発生したときあるいは事故が発生した場合は、いつでも速やかに適切な処置を

取るものとする。 

 

５ 消耗部品 

  次の消耗部品は受託者負担とする。 

ヒューズ類、ランプ類、（発光ダイオード除く）、補充用油脂類一切、（マシン油グリー

ス類）、ウエス 

 

 



６ その他 

（１）作業を開始する前に施設長と連絡を取り、施設運営に支障のないように十分協議の

上、日程等を決定すること。 

（２）作業中を安全管理には特に留意すること。なお、作業中の事故については区は一切

の責任を負わない。 

（３）作業が完了したときは、施設長の確認を受け、報告書をいきいきプラザに１部提出

すること。 

（４）本仕様書に疑義が生じたときは、委託者と受託者が協議のうえ、これを定めるもの

とする。 

（５）契約の履行に際しては、低公害車による配送等に努力すること。また、ディーゼル

車を使用する場合は、「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例他、各県条例」

の規則に適合する自動車であること。 



                     

 

２３－２ 赤坂いきいきプラザ昇降機設備維持保全業務特記仕様書 

 

１ 業務内容 

昇降機が常に安全な状態で運行するよう、契約書・特記仕様書・昇降機維持保

全業務標準仕様書（令和２年４月港区）に基づき、維持保全業務を行う。 

 

２ 特記事項  維持保全業務を行う昇降機設備は、下記のとおりとする。 

（１）維持保全業務を行う昇降機設備について、下記内容を記載してください。 

竣工年月日 
着床階 

(停止階) 
用途 

定員 

(人) 

積載量 

(kg) 
付加装置 

H18 年３月 ３停止 乗 用  ２ 150 

地震時管制運

転装置 

停電時自動着

床装置 

火災時管制運

転装置 

IC オートアナ

ウンス 

速度 

(m/min) 
形式 制御方式 駆動方式 台数 

20 HEK3K-2CO-203 マイコン ロープ       1 

  小規模建物用エレベーターの点検は、技術員を派遣しエレベーターを停止し

ての点検は１回／３ケ月とする。（うち、法定点検を１回（１２月）行う。） 

（２）修理又は取替えの条件 

修理又は取替は、本契約には含まないものとする。 



 

２４ エレベーター保守点検委託（青南いきいきプラザ）仕様書 

 

１ 装置概要 

（１）メーカー   三菱電機ソリューションズ 機械式レス型 エレベーター 

（２）台    数   １台 

（３）種    類   機械式レス型エレベーター 

（４）積 載 量   ７５０Ｋｇ 

（５）定    員   １１名 

（６）速    度   ４５ｍ／ｍｉｎ 

（７）停止個所   ３個所（１・２階、屋上） 

 

２ 点検回数 

２４時間対応の監視装置付。エレベーターを止めての作業は３か月に１回実施 

  うち、法定点検が１回（１２月） 

 

３ 保守点検内容 

下記項目について、定期的に点検・油圧調整を入念に実施し、常に安全な状態にある

ようにする。 

（１）機械室関系 

     電動機、制御盤、油圧ポンプ及び各バルブ類等 

（２）乗り場関系 

      インジケーターランプ、呼びボタンロック装置，戸開閉機構等 

（３）塔内関系 

      ワイヤーロープ、リミットスイッチレール、配管配線関系、着想装置関系等 

（４）かご関系 

      操作盤、戸開閉装置、ガイドシューセーフティーシュー等 

（５）その他安全運転を確保するために必要な保守点検 

 

４ 故障発生 

故障が発生したときあるいは事故が発生した場合は、いつでも速やかに適切な処置を

取るものとする。 

 

５ その他 

（１）作業を開始する前に施設長と連絡を取り、施設運営に支障のないように十分協議の

うえ、日程等を決定すること。 

（２）作業中の安全管理には特に留意すること。なお、作業中の事故については区は一切

の責任を負わない。作業が完了したときは、施設長の確認を受け、報告書を提出する

こと。 

（３）本仕様書に疑義が生じたときは、委託者と受託者が協議のうえ、これを定めるもの

とする。 



（４）本仕様書に疑義が生じたときは、委託者と受託者が協議のうえ、これを定めるもの

とする。 

（５）本契約の履行にあたって自動車を使用し、または使用させる場合は、「都民の健康

と安全を確保する環境に関する条例他、各県条例」の規制する、ディーゼル車規制に

適合する自動車とすること。 



                     

 

２４－２ 青南いきいきプラザ昇降機設備維持保全業務特記仕様書 

 

１ 業務内容 

昇降機が常に安全な状態で運行するよう、契約書・特記仕様書・昇降機維持保

全業務標準仕様書（令和２年４月港区）に基づき、維持保全業務を行う。 

 

２ 特記事項  維持保全業務を行う昇降機設備は、下記のとおりとする。 

（１）維持保全業務を行う昇降機設備について、下記内容を記載してください。 

竣工年月 
着床階 

(停止階) 
用途 

定員 

(人) 

積載量 

(kg) 
付加装置 

H20 年３月 
(1－屋上) 

３停止 
乗 用 １１ 

 

750 

 

地震時完成運転

装置 

(EER-P) 

停電時自動着床

装置 

(MELD) 

火災時完成運転

装置 

(FER) 

遮煙ドア(3 階

床) 

オートアナウン

ス装置 

AAN) 

自動診断・仮復

旧機能 

(ELE-Quick) 

速度 

(m/min) 
形式 制御方式 駆動方式 台数 

45 VFGL-JB 交流インバーター 
機械室レ

ス 
      1 

（２）その他メーカーが要望する点検項目・点検内容・点検周期等の特記事項を記

載してください。 

※ 本保守仕様書は、点検契約(POG)契約とする。 

※ 本昇降機は、遠隔点検及び遠隔監視が可能な昇降機であり、点検項目・点検 

内容等は、別紙「三菱製昇降機保守・定期点検特記仕様書」、「遠隔点検内容」

及び「昇降機設備点検内容」に記載の通りとする。 

※ 「遠隔閉込め救出」に必要な、かご内カメラを設置致します。 

※ 安全向上を図る為、かご内カメラ映像を録画するデジタルレコーダーをかご 

上に設置致します。 



 

２５ 非常用発電装置保守点検仕様書（青山いきいきプラザ） 

 

１ 履行期限  年１回（１月実施） 

 

２ 装置概要 

（１）メーカー名  東京電機機器サービス株式会社 

（２）対象装置（規格・仕様） 

ア 非常用発電設備 

型式：TNGP85KNSW V1309E-1  

製造者：株式会社東京電機 

製造年月：2006 年 11 月 

イ 対象装置 

①発電機 型式：HS-TKB 

定格：3Φ 3W 70 kVA 

電圧：200 V 周波数：50 Hz 

②ディーゼル機関 

型式：BD30T05 

出力：72 kW（97.9 PS） 

回転数：3,000 min⁻¹  

ウ 附属設備 

燃料種別：軽油 

燃料槽容量：60 L（搭載型） 

始動用蓄電池：MSE100-6 

充電装置型式：DCC-125M-1 

 

３ 点検内容  

（１）冷却水ヒーター交換  一式 

（２）オイルフィルター交換 一式 

（３）燃料フィルター交換  一式 

（４）エンジンオイル交換  １１ℓ  

（５）燃料交換 ６６ℓ  

（６）ロングライフクーラント交換 ５ℓ  

（７）その他装置の性能を良好に維持させるとともに、電気の安全管理を保つために必要

な保守点検 

 

４ そ の 他 

（１）本仕様書に記載のない事項又は疑義が生じた場合は、委託者と受託者で協議の上、

決定する。 

（２）本契約の履行にあたって自動車を使用し、又は使用させる場合は、「都民の健康と安

全を確保する環境に関する条例」に規定する、ディーゼル車規制に適合する自動車と

すること。 



 

２６ 青山いきいきプラザモップ等貸借仕様書（青山いきいきプラザ） 

 

１ 委託内容 

ダスキンモップＭ－９０（月２回） 

    ベイシックマットＬＬ（BLLH 月１回) 

 

２ その他 

（１）本仕様書に疑義が生じた時は、委託者と受託者が協議の上、これを定める。 

（２）契約の履行に際しては、低公害車による配送等に努力すること。また、ディーゼル車

を使用する場合は、「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例他、各県条例」の

規制に適合する自動車であること。 



 

２７ 複写機賃借・保守及び消耗品供給仕様書 

（青山・赤坂・青南いきいきプラザ） 

 

１ 委託内容  電子複写機賃貸借及び保守並びに消耗品等供給一式 

２ 保守点検  受託者は、複写機が常時正常な状態で使用できるように、点検・調整し、

故障した場合は、修理し、正常な状態に回復させなければならない。 

３ その他 

（１）契約内容等に疑義が生じた場合は、委託者と受託者が協議のうえ、これを定めるも

のとする。 

（２）本契約の履行にあたって自動車を使用し、又は使用させる場合は、「都民の健康と安

全を確保する環境に関する条例」に規定する、ディーゼル車規制に適合する自動車と

すること。  



 

２８ 廃棄物処理業務委託仕様書（青山・赤坂・青南いきいきプラザ） 

 

１ 委 託 内 容          

日常的に施設から発生する廃棄物の搬出及び処理を行うこと。 

（１）可燃物（紙屑、木屑、塵芥等） 

可燃物として分別しポリ袋又はポリ容器に入った廃棄物をゴミ置場から原則とし

て週３回、定時に専用車両で東京２３区清掃一部事務組合所管の処理施設へ運搬す

る。 

（２）不燃物（金属くず、ガラス及び陶器くず等の混合物） 

不燃物として分別しポリ袋又はポリ容器に入った廃棄物をゴミ置場から原則とし

て週１回、専用車両で受注者の処理施設へ運搬し処理する。 

（３）プラスチック資源 

ア プラスチック資源として、受注者のリサイクル処理施設へ運搬すること。 

イ 収集日 毎週水曜日（年末年始４日間及び国民の休日を除く） 

※収集日が祝日と重なる場合は翌日の回収とする。 
（４）廃棄物の保管積替えは、原則禁止とする。 

（５）廃棄物の重量は、ゴミ置場に設置してある計量器または持ち込みによる計量器に

より計量したものとする。 

 

２ 予定数量 

（１）可燃物（紙屑、木屑、塵芥等）：１３，５００ｋｇ 

（２）不燃物（金属くず、ガラス及び陶器くず等の混合物）：３，６００ｋｇ 

（３）プラスチック資源：１，８００ｋｇ 

 

３ 支払い方法 

各月払いとし、業務履行確認後、受注者からの請求に基づき支出する。 

 

４ 受注者の責務等 

（１）受注者は、常に善良なる管理者の注意をもって、搬出作業に努めるものとし、良

好な環境衛生の維持と労働安全衛生規則及び廃棄物の処理・清掃に関する法律等を

遵守し、安全管理に万全を期すること。 

（２）作業従事者に対し、受注者の定める制服を着用させ名札（腕章）をつけさせるこ

と。 

（３）受注者は、運搬する毎に必要事項の記された書類（伝票）を発注者に提出し確認

を得ること。 

（４）マニフェスト票は受注者の負担とする。 

（５）受注者は、施設から廃棄物（一般廃棄物・産業廃棄物等）を搬出する際、計量し、

施設ごとに廃棄物の種類、量を記録し、翌日いきいきプラザ職員に報告すること。

いきいきプラザ職員にその都度報告する。 

（６）受注者は、搬出時に計量した廃棄物の数量(収集量)と処分した数量（廃棄量＋再

利用量）に乖離がある場合、またはいきいきプラザ職員から指摘を受けた場合、直

ちに調査を行い、いきいきプラザ担当者に報告を行うものとする。 

 

５ 車両等の準備  

（１）搬出作業に必要な運搬車両及び搬出に際しての備品等は、受注者の負担とする。

（２）ゴミ用ポリバケツは、発注者が準備する。 



６ 搬出日及び時間  

（１）可燃物及の運搬は国民の祝日に関する法律に定める休日及び年末年始（１２月２

９日から１月３日まで）を除き火・木・土で行なう。不燃物は毎週水曜日で行う。

収集日が祝日と重なる場合は翌日回収とする。 

（２）作業時間は、発注者と受注者の協議により決定する。 

 

７ 賠 償 責 任          

搬出作業に関し発生した損害（第三者に及ぼした損害を含む）は、受注者が負担す

るものとする。ただし、その損害の発生が発注者の責に帰すべき事由による場合にお

いては、この限りでない。 

 

８ その他  

（１）搬出作業に必要な光熱水費は、発注者が負担する。 

（２）運搬車両の駐車場は、受注者が用意する。 

（３）搬出作業時に、ゴミ等の散在させた場合は必ず後処理を行うこと。 

（４）本仕様書に定めのない事項又は作業の実施にあたって疑義が生じた場合は、発注

者と受注者が協議しこれを定めるものとする。 

（５）本契約の履行に当たって自動車を使用し、又は利用する場合は、都民の健康と安

全を確保する環境に関する条例（平成12年東京都条例第215号）の規定に基づき、

次の事項を遵守することとする。 

ア ディーゼル車規制に適合する自動車であること。 

イ 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削

減等に関する特別措置法（平成4年法律第70号）の対策地域内で登録可能な自動

車利用に努めること。 

（６）低公害・低燃費な自動車利用に努めることとする。 

（７）適合の確認のために、当該自動車の自動車検査証（車検証）、粒子状物質減少装

置装着証明書等の提示又は写しの提出を求められた場合には、速やかに提示し、又

は提出することとする。 



資料７

令和７年４月現在

プラザ名

青山いきいきプラザ
青山常盤会

（活動休止中）
青山あすなろクラブ

赤坂いきいきプラザ 赤坂親和会 赤坂和合会

青南いきいきプラザ 青山富士見会 青山みどり会

老　人　ク　ラ　ブ　名　称

老人クラブ一覧
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